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I 総論

第 1 基本的な枠組み

1 目的

新人事制度の下で採用され、初めて労災補償業務に就く新任の労働基準監督官(以

下「監督官」という。)に対し、労働基準監督署(以下「署」という。)の労災補償業

務担当官として、負傷や負傷に起因する疾病に係る請求事案等の処理ができるよう、

指導教官制による実地訓練を組織的・計画的に実施することにより、労災補償業務に

関する基礎的な知識と実務的な技能を習得させることを目的とする。

2 対象者

i 任官4年目において初めて労災補償業務に従事する監督官とする。

ただし、任官後に初めて労災補償業務に従事し、署係長以下のポストに就任する監

督官(平成20年9月 30日以前の採用者を含む。)・事務官についても対象とすること

ができる。

3 実地訓練期間

原則として 1年間とする。

4 指導教官

原則として、都道府県労働局(以下「局とし寸。J)にあっては、地方労災補償監察

官又は地方労災医療監察官のうちから、署にあっては、署次長(労災補償業務担当)

又は署課長(労災補償業務担当)を任命するものとし、地方労災補償監察官(複数名

配置されている局にあってはそのうちの研修担当監察官 1名)を統括訓練指導教官と

するものとする。

統括訓練指導教官は、労災補償業務と実地訓練との調整及び訓練指導教官相互間の

連絡調整にあたるものとする。

なお、指導教官として、労災補償業務に習熟した職員(退職者も含む。)を指名し、

活用することも検討すること。
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第2 達成基準、訓練項目と訓練手法

1 訓練項目と訓練手法

(1)訓練科目

訓練科目は、以下のとおりとし、科目ごとに具体的な訓練項目及び達成すべき水

準を示すこととする。

①懇切・丁寧な窓口対応

② 各種請求書の受付、点検及び相談

③ 負傷や負傷に基づく疾病に関する請求事案の業務上外の判断(事務処理)

④ 通勤災害に関する請求事案の通勤上外の判断(事務処理)

⑤ 労働者性の判断

⑤ 給付基礎日額の算定

⑦ 特別加入制度と誇求事案の判断

③ 第三者行為災害の取扱いと求償事務の流れ

⑨ 年金受給者に係る定期報告の審査と厚生年金等との併給調整事務(休業(補

償)給付と厚生年金等との併給調整を含む。)

⑮治ゅの判断

⑪再発の判断

⑫ 障害等級の認定と事務処理

⑬ 主治医及び地方労災医員等への症状照会・意見書依頼

⑬ 審査請求・再審査請求制度の概要と手続き

⑬ 社会復帰促進等事業の概要と事案処理の判断

⑬ 費用徴収の取扱い

⑪ 適用徴収業務の基礎

⑬ 労災関係システム(各種情報検索を含む。)の概要と操作

(2)訓練手法

ア座学

訓練科目ごとに作成されている概念図を用いてその概略を説明するとともに、

事案の処理のためには、何を明らかにするのか、そのためには、どのように調査

をするのか等実地訓練用復命書、実地訓練用聴取書を用いて実務的なポイントを

中心に講義を行うこと。

イ 聴き取りの補助、調査の補助及び比較的容易な事案の処理

原則として訓練科目ごとに定められた実地訓練用復命書等を用いながら、指導

教官の補助をさせた後、比較的容易な事案を選んで、調査結果復命害等を訓練対

象者に自ら作成させること。

また、訓練科目ごとに比較的容易な事案の処理を自ら行わせること。
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なお、訓練実施局署において訓練課程に掲げる対象事案がない場合は、類似事

案の処理を行うことにより、対象事案の処理について理解で、きた場合は、当該対

象事案を処理したこととして差し支えない。

2 実地訓練計画の策定と実施状況の管理

(1)実地訓練計画の策定

実地訓練計画については、第2の1及び下記のアの考え方に基づきつつ、各局の

状況を踏まえて策定すること。

ア 実地訓練計画の策定の考え方

以下に留意して、各実地言ul腕が効果的かつ、可能な限り順序だてて行われるよう、

実地訓練計画を策定するものとする。

① 請求事案の処理に必要な労災行政情報管理システムの操作を他の技能と合わせ

て習得させること。

② 座学、聴き取りの補助、調査の補助及び比較的容易な事案の処理の)1慎に実地司I[

練を行うよう努めることとし、実地訓練のねらい及びポイントを対象者に理解さ

せた上で行うこと。

③負傷又は負傷に起因した疾病について、業務上外、治ゆ、障害認定、社会復帰

促進等事業の一連の流れと、事案に却した事務処理のポイントが理解しやすいよ

う配慮すること。

④ 技能の付与に係る講義は、労災業務に習熟した者であって、その内容のポイン

トがわかるよう説明できる者に担当させること。

なお、講義については、退職した職員又はブロック単位等での実施も差し支え

ないこと。

⑤ 給付基礎日額の算定及び労働者性の判断については、対象者の知識・技能を踏

まえ、訓練内容を適宜変更すること。

⑤ 訓練科目について、上記1の(1)の①、②、@、④、⑤、⑥、⑫(労働保険

料申告手続のみ)、⑬は、中央研修(新任労働基準監督官E明彦)を受講する前に

可能な限り実施すること。

イ 局の実施事項

① 実地訓練計画策定の留意点の提示

局は、上記アの考え方に基づき、上半期 (4 月 ~9 月)と下半期 (10 月 ~3 月)

に実施すべき事項の概要及びその留意点を示すこと。

3 



②暑の策定した計画の調整と確定

局は、下記ウにより署から報告のあった計画案について、効果的かつ計画的な

ものとなっているか、指導教官は適当で、あるか等について検討を行い、署等と計

画案について必要な調整を行った上、調整の過程で指摘した修正が行われている

カ曜認し、計画を確定させること。

ウ署の実施事項

署は、第2の1並びに2の(1)のア及びイの①に基づき、署の事情を踏まえて、

上半期 (4 月 ~9 月)及び下半期 (10 月 ~3 月)の計画案を策定し、それぞれの半期

の始まる前々月の 20日までに局に報告すること。

また、上記イの②の調整の結果を踏まえ、必要に応じて当該計画案を修正し、修

正した計画案を局に報告するとともに、それぞれの半期の始まる前月内に当該計画

を確定させること。

(2 )実施状況の管理

署は、実施状況を「労働基準監督官実地訓練実施要綱」の別紙6及び9により、

四半期に l回、局労災補償課に報告すること。

局は、当該報告に基づき、必要に応じだ講義の局による実施等の支援又は指示を

行い、実地訓練が円滑に進むよう配意すること。

また、暑の統括訓練指導教官は、実地訓練期間終了後、実施結果を問実施要綱の

別紙6及び9により都道府県労働局長に報告すること。

J 都道府県労働局長は、実地訓練期間終了後 1か月以内に、別紙6及び9の写しに

より本省労働基準局長に報告すること。

第3 実地訓練実施上の留意点

1 給付行政と規制行政の違いを踏まえた懇切・丁寧な対応の必要性の徹底

監督行政は、法令の定めるところにより、措置義務者に対して、一定の作為又は不

作為(以下「作為等Jという。)を命じる(又は当該作為等をするよう行政指導を行う。)

としづ規制的、権力的な行政であり、当該命じた作為等が確実に行われるよう、事業

主等の措置義務者に強く対応することが期待されており、安全衛生行政も技術的な専

門性を背景に行うものではあるものの、基本的には同様である。

一方、労災補償行政は、被災労働者又はその遺族の申請に基づき、調査を行った上

で、支給要件を満たした場合には、給付を行うとb、う行政であり、窓口にあっては、
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親切で、わかりやすい対応が常時求められている。

したがって、初めて労災補償行政に当たる監督官には、 2つの行政の性格が非常に

異なることを説明したよで、悪事例とされた事案をあげながら具体的に説明する中で、

対応の基本的な姿勢が全く異なることを説明すること。

2 労災補償行政における組織的対応と全国斉一的な対応の必要性

労働安全衛生法においては「労働者に急迫した危険があるときj は、法律の明文を

もって、監督官単独で即時に行政処分を行うことができると規定しており、また、労

働基準法においても同様の場合には監督官は鞠虫で行政庁の権限を即時に行使できる

と明文で規定している。

他方、労災補償行政においては、基本的にはその事務は本省労働基準局長の指揮監

督を受けて、都道府県労働局長が行うものであり、保険給付等一部の事項についての

み、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、労働基準監督署長がその事務を行うこと

が労働者災害補償保険法施行規則において明文で規定されている。

このように、労災補償行政は、本省労働基準局長の指揮監督の下、同一の基準をも

って組織的に行うものであることを理解させること。

3 行政の調査手法の違いと事実認定における証拠資料の重要性

上記のとおり、監督官は、その五感により把握した事実に基づき、即時に行政処分

を行うことが明文で許容されており、また、通常の臨検の際に行う行政指導も違反の

事実を摘示するのみで何故違反に当たるかを明示することは要求されていない(詳細

に調査を行い、文書にまとめる作業を行うのは、災害調査又は司法処分に付する場合

に基本的に限定される。)。

これに対して、労災補償行政は、支給要件の具備の有無を判断するに当たっては、

業務との因果関係の明らかな負傷又は負傷に起因する疾病を除き、通常、請求人、事

業主はもとより関係者から詳細な調査を収集した上で、業務(通勤)に起因したもの

か否か合理的な推論に基づいた事実認定(経験員Ijによって判断)を行うことが必要と

される。

このよbに、両行政における調査手法には大きな違いがあり、労災補償行政におい

ては、証拠資料の収集が非常に重要であることを理解させること。
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4 労働保険の適用の考え方と保険関係等に係る基礎知識の付与

労働保険の適用徴収業務は、新人事制度における監督官の専管事項ではないが、正

しい保険関係を用いて保険給付を行うためには、労働保険の適用の考え方等について

の基礎知識が必要なことから、下記Eの第 17に基づき実地訓練を実施すること。
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E 各論

第1 懇切開丁寧な窓口対応

1 達成水準

①相談者等に対して、懇切・丁寧でわかりやすい説明を行うことができる。

②説明に際しては、求められた事項について説明を行うにとどまることなく、相談

内容から相談者等の置かれた状況を的確に把握し、必要な説明を行うことができる。

2 実地訓練の手法

(1)知識の付与

平成 25年2月26日付け基労発 0226第 l号「労災補償業務の運営に当たって留意

すべき事項についてJ、平成 21年 9月 24日付け基労発 0924第 2号 rr質の行政改

革」に係る労災保倹の窓口業務等の改善についてJ、平成 22年 3月 25日付け基労

補発第 0325第 l号「労災保険給付の請求人等に対する懇切・丁寧な対応の徹底に

ついて」を参考にすること。

(2)技能の付与

懇切・丁寧でわかりやすい説明を行うことに留意しながら、窓口等において訓練

対象者に対応を行わせること。

第2 各種請求書の受付、点検及び相談

1 達成水準

(1)請求書の受付

① y請求書の必須記載事項及び証明を要する事項について、記載の有無及び証明の

有無を判断できる。

②本来は、証明が必要なものの、やむを得ない場合には受け付けることが出来る

事項について、当該場合に当たるか否カ半Ij断できる。

③請求の種別ごとに請求書に添付すべき書類が判断できる。

④請求人の提出した請求書等の記載事項から、正しい請求書等の提出先を判断す

ることができる。

⑤ 入力前の受け付けた請求書を所定の保管場所に保管できる。

(2)請求書の点検

① 受け付けた請求書について、災害発生状況や不正受給の観点等から調査が必要
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な事案等を判断することができる。

②請求書の傷病名、災害発生状況等から、負傷か、疾病か、疾病の場合、負傷に

起因する疾病か、概ね判断することができる。

(3)相談

① 労災保険給付の種別ごとの支給要件の概要、請求書等の提出先を理解しており、

概要説明用リーフレットを用いて、請求人等に対して説明することができる。

② 相談のあった事案について、消滅時効の完成が近いかどうカ哨j断することがで

きる。

③提出のあった請求書について、誇求人の意思を踏まえた取下げ処理を行うこと

ができる。

2 実地訓練の手法

(1)知識の付与

概念図 (Nol)を使用して講義を行うこと。

なお、労働保険番号等労災保険の適用関係の基礎的な事項についても、請求書の

処理に必要な限りで知識を付与すること。

(2)技能の付与

以下の①から③に留意しながら、窓口や情報端末において、指導教官の補助をさ

せた後、訓練対象者に対応等を行わせること。

なお、「請求書の受付から点検まで」と「窓口における相談」について、処理を行

わせること。

①請求書の受付のポイン卜

・不備返戻すべき場合とその場合の手続

.補正する場合とその場合の留意点

-管轄監督署の考え方とその留意点

②請求書の点検のポイント

・実地調査等が必要な事案の範囲と留意点

.傷病の発生状況を点検する場合の留意点

③窓口等の相談のポイント

-丁寧でわかりやすい説明を行う上での留意点
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3 単位

講義 1単位

技能 4単位 (2類型x2(補助+独力)) 

9 



第3 負傷や負傷に基づく疾病に関する請求事案の業務上外の判断(事務処理)

1 達成水準

(1)業務に従事しているか否か等の判断

①生理的必要行為や反射的な行為に当たるか判断できる。

② 準備行為や後始末行為に当たるカキIj断できる。

③ その他作業に伴う必要な行為に当たるか半Ij断できる。

(2 )事業主の支配下お管理下の有無見!Jの業務上外の判断

①類型別に原則的な業務上外の判断ができる。

②原則とおりとならない例外的な場合に当たるカキIj断できる。

(3)原因不明の災害の取扱い

①原因不明の災害の取扱いの適用範囲を判断できる。

②業務遂行性のある場合の業務上外の判断ができる。

2 実地訓練の手法

(1)知識の付与

上記の 1に掲げる事項に留意しながら、概念図 (No2) を使用して講義を行うこ

と。

なお、講義を行うに当たり、必要に応じて『業務災害及び通勤災害の認定の理論

と実際』の該当ページを参考にすること。

(2 )技能の付与

事案の処理に当たっては、チェックポイント (Nol)を使用しつつ、上記の 1に掲

げる事項及び以下の点に留意するよう指示し、事案についてチェックポイントを使

用しつつ、当該チェックポイントに半Ij断及びその根拠を記入させて行わせた上、当

該事案の処理が適当カ当該チェックポイントの記入内容を決裁過程で確認し、必要

な指導を行うこと。

なお、会社内の休憩時間中の災害に当たる事案及び出張中の災害に当たる事案は、

できる限り処理を行わせること。

① 災害が発生した時の就労義務の有無

② 災害が発生した時の請求人の行為

③ 災害が発生した時の場所

④災害発生の原因
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⑤ 災害発生に関する請求人の帰責性の有無及び程度

3 単位

講義 1単位

技能 4単位 (2事案x2(補助+独力)) 
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第4 通勤災害に関する請求事案の通勤上外の判断(事務処理)

1 達成水準

(1)住居

住居に当たるか判断できる。

(2 )就業の場所

就業の場所に当たるか半Ij断できる。

(3)合理的な経路及び方法

① 合理的な経路に当たるカ申j断できる。

② 合理的な方法に当たるカキリ断できる。

(4 )就業との関連性

就業との関連性(事業場開移動を除く。)の有無を判断できる。

( 5)逸脱・中断

① 逸脱・中断に当たるか判断できる。

② 合理的な経路及び方法に復した場合の通勤上外を判断できる。

2 実地訓練の手法

(1)知識の付与

以下の(2)の①と②に留意しながら、概念図 (No3)、実地訓練用復命書 (Nol)、

実地訓練用聴取書 (No1) を使用して講義を行うこと。

なお、講義を行うに当たり、以下の通達を紹介すること。

昭和 48年 11月 22日付け基発第 644号「労災保険法の一部を改正する法律

等の施行について」

平成 18年 3月 31日付け基発第0331042号「労働者災害補償保険法の一部改

正の施行及び労働者災害補償保険法施行規則及び労働者災害補償保険法特別

支給金支給規則の一部を改正する省令の施行についてj

(2)技能の付与

指導教官の補助をさせた後に、以下のポイントに留意させっつ、当該復命書等を

使用して事案の処理を自ら行わせること。
‘ 

なお、住居と就業の場所との移動の聞の災害に当たる事案及び住居間移動の災害

に当たる事案の 2事案の処理を行わせること。

① 支給要件のポイント
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-合理的な経路・方法に当たらないとして扱う場合の範囲と留意点

.就業との関連性の範囲と留意点

-日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものの範囲と留意点

②支給要件を明らかにするための聴取等の調査方法のポイント

-被災した場所、時間、状況等を明らかにする調査の手法や留意点

→事故報告書、救急搬送記録

-合理的な経路に当たるかを明らかにするための調査の手法や留意点

→距離、所用時間、通常と異なる経路を用いた理由等

-合理的な方法に当たるかを明らかにするための調査の手法や留意点

→飲酒量、血中アノレコール濃度、道路交通法の規制内容等

・就業との関連性があるかを明らかにする調査の手法や留意点

→就業開始の時刻、就業終了の時刻、会社等へ移動する目的等

3 単位

講義 1単位

技能 4単位 (2事案x2(補助+独力)) 
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第5 労働者性の判断

1 達成水準

(1)総論1 指揮監督下の労働に関する判断

①業務遂行上の指揮監督の有無を判断できる。

②拘束性の有無を判断できる。

(2)総論2 報酬の労務対償性に関する判断等

①使用従属性を補強する要素か否かを判断できる。

② 労働者性の判断を補強する要素か否かを判断できる。

(3)各論1 建設業

手間請け従事者について労働者性の有無を判断できる。

(4-)各論2 運送・配送業務従事者

運送・配送業務従事者、特にバイク便従事者の労働者性の有無を半Jj断できる。

2 実地訓練の手法

(1)知識の付与

以下の (2)の①から③に留意しながら、概念図 (No4)、実地司l腕用復命書 (No2)、

実地訓練用聴取書 (No2) を使用して講義を行うこと。

なお、講義を行うに当たり、以下の通達等を紹介すること。

昭和 36年 1月 26日付け基発第 48号「労災保険法における法人の重役の

取扱いについて」

昭和 61年 3月 14日付け基発第 141号「労災保険法における有限会社の取

締役の取扱いについて」

労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準についてJ(昭

和 60・12・19)

「手間請け従事者」の労働者の判断基準(労働基準法研究会労働契約等法

制部会労働者性検討専門部会報告(平成8年 3月))

平成 3年 3月 1日発労徴第 13号・基発第 123号「労働者災害補償保険法

等の一部を改正する法律の施行(第三次分)等について」

平成 19年g月27日基発第0927004号「パイシクルメッセンジャー及びバ

イクライダーの労働者性について」

14 



(2)技能の付与

指導教官の補助をさせた後に、以下のポイントに留意させつつ、当該復命書等を

使用して事案の処理を自ら行わせること。

なお、手間請け従事者又はバイク便等の運送・配送業務従事者の事案の処理を行

わせること。

①支給要件のポイン卜

・指揮監督関係の有無を判断する場合の留意点

-報酬の労務対償性の有無を判断する場合の留意点

②支給要件を明らかにするための聴取等の調査方法のポイント

.指揮監督関係、の有無を調査する場合の手法と留意点

-報酬の労務対償性の有無を調査する場合の手法と留意点

③調査した結果に基づく事案全体の判断の結果と根拠を簡潔にまとめる上での

ポイン卜

判断の基本的かっ重要な判断の要素、基本的な要素と判断を補強する要素に分け

て記述する等判断の結果と根拠をまとめる際の留意点

3 単位

講義 1単位

技能 2単位 (1事案x2(補助+独力)) 
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第6 給付基礎自額の算定

1 達成水準

( 1 )平均賃金の算定

① 総日数から控除すべき期間に当たるカ申l断できる。

②総日数で除す対象たる「賃金総額Jfこ含まれるか否均、判断できる。

③ 労基準法第12条第1項から第6項までの規定によって算定し得ない場合の平均

賃金のうち、労働者が業務上疾病の診断確定日に、既にその疾病の発生のおそれ

のある作業に従事した事業場を離職している場合の災害補償に係る平均賃金の算

定ができる。

(2)平均賃金を用いることが適当でない場合の判断

① 業務外の傷病の療養のために休業した場合のうち、平均賃金を用いることが適

当でない場合を判断できる。

② じん肺にかかったため粉じん作業以外の作業に転換した場合、のうち、平均賃金

を用いることが適当でない場合を判断できる。

(3)給付基礎日額の算定

①算定事由発生日に当たるか判断できる。

② 最高、最低限度額が適用されるカキリ断できる。

2 実地訓練の手法

(1)知識の付与

以下の (2)の①と②に留意しながら、概念図 (No5)、実地訓練用復命書 (No3)

を使用して講義を行うこと。

なお、講義を行うに当たり、以下の通達等を紹介すること。

昭和 39年4月20日基発第 519号「請負給制によって使用される漁業及び林業

労働者の平均賃金J

昭和 50年9月23日基発第 556号「業務上疾病にかかった労働膚に係る平均賃

金の算定について」

平成22年4月 12日基監発第 0412第 1号「業務上疾病にかかった労働者の賃金

額が不明である場合の平均賃金の算定において離職時の標準報酬月額が明らかで

ある場合の取扱いについて」

平成21年8月6日付け補償課長補佐(業務担当事務連絡「労働者としての石
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綿ばく露期間のある特別加入者の給付基礎日額の取扱し、について」

昭和 51年2月 14日基発第 193号「業務上疾病にかかった労働者の離職時の賃

金額が不明な場合の平均賃金の算定J

(2)技能の付与

指導教官の補助をさせた後に、以下のポイントに留意させつつ、当該復命書等を

使用して事案の処理を自ら行わせること。

なお、脳・心臓疾患の事案(管理職の事案を可能な限り選定すること)と業務上

疾病の事案(じん肺又はその他)の給付基礎日額の算定の処理を行わせること。

①算定を行う場合のポイント

算定期聞から控除する期間に該当するか否かの確認の手法と留意点

算定事由発生日を確定するための確認の手法と留意点

時間外労働又は深夜労働に対する割増賃金の支払いの有無、額の適正さの確認

の手法と留意点

②算定基準の選択のポイント

離職後に発症したか否かの確認の手法と留意点

離職後に発症した場合、最終事業場であるか否かの確認の手法と留意点

3 単位

講義 1単位

技能 4単位 (2事案x2(補助+独力))
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第7 特別加入制度と請求事案の判断

1 達成水準

(1)加入手続

① 特別加入できる中小事業主等に当たるか否か判断できる。

② 特別加入できる一人親方等に当たるか否カ半Ij断できる。

③ 特別加入できる海外派遣者に当たるか否カ中Ij断できる。

④ 加入時健康診断が必要か否カキリ断できる。

⑤加入申請に必要な要件(①~④を除く。)の充足の有無を判断できる。

(2)業務上外

① 中小事業主等の業務遂行性の範囲を判断できる。

② 一人親方等の業務遂行性の範囲を半Ij断できる。

(3 )請求事案の処理

① 中小事業主等からの請求(特定業務を除く。)について、支給・不支給を判断で

きる。

② 一人親方等からの請求(特定業務を除く。)について、支給・不支給を判断でき

る。

2 実地訓練の手法

(1)知識の付与

以下の (2)の①から③に留意しながら、概念図 (No6)、実地訓練用復命書 (No4)、

実地訓練用聴取書 (No3) を使用して講義を行うこと。

なお、講義を行うに当たり、以下の通達等を紹介すること。

昭和 40年 11月 1日基発第 1454号「特別加入について」

昭和 62年 3月 30日発労徴第23号、基発第 174号「労働者災害補償保険法及

び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の施行(第二

次分)等について」

昭和 62年 3月 30日基発第 175号「労災保険の特別加入時健康診断の実施等

について」

平成 15年 5月 20日基発第 0520002号「就業実態のない中小事業主の特別加

入の取扱いについて」

昭和 52年 3月 30日基発第 192号「海外派遣者の特別加入について」
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昭和 52年 8月 24日基発第481号「海外派遣者の特別加入に係る保険給付の

請求等の手続」

「労災保険特別加入関係事務の取扱いJ(平成 14年 4月)

(2)技能の付与

指導教官の補助をさせた後に、以下のポイントに留意させっつ、当該復命書等を

使用して事案の処理を自ら行わせること。

なお、中小事業主、一人親方の加入時の審査、業務上外の処理をそれぞれ行わせ

ること。

①加入時の審査

中小事業主で、あるか否かの確認の手法と留意点

特別加入できる一人親方であるか否かの確認の手法と留意点

加入時健康診断の結果、承認すべきか等についての確認の手法と留意点

②業務上外の処理

中小事業主等である場合の業務遂行性の範囲の行為であるか否か確認の手法

と留意点

一人親方等である場合の業務遂行性の範囲の行為であるか否か確認の手法と

留意i:R

③給 付制限

3 単位

加入時健康診断の結果に基づき、不支給とすべきか等についての確認の手法

と留意点

特531肋日入者の保険料の納入状況の確認の手法と留意点

講義 1単位

技能 4単位 (2事案x2 (補助+独力)) 
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第 8 第三者行為災害の取扱いと求償事務の流れ

1 達成水準

(1)第三者行為災害に当たるか否かの判断

①保険給付の原因となった事故が第三者の行為等によって生じたものに当たるか

否カミ判断できる。

②第三者が受給権者に対し損害賠償責任を負っているか否か判断できる。

(2)第三者行為災害の場合の添付資料

①交通事故の場合の耐寸すべき資料を判断できる。

②交通事故以外の場合の添付すべき資料を判断できる。

(3)過失割合の判断

簡単な交通事故の場合の過失割合を判断できる。

(4)求償差し控えの判断

①求償差し控え事案に該当するか判断できる。

②第三新子為災害と事業主責任災害が競合する場合の取扱いができる。

2 実地訓練の手法

( 1 )知識の付与

概念図 (No7)を使用して講義を行うこと。

なお、講義を行うに当たり、以下の通達等を紹介すること。

・ 平成 17年 2月 1日付け基発第0201009号「第三者行為災害事務取扱手引の改正

について」

また、自動車目前賞責任保険の概要についても説明を行うこと。

(2)技能の付与

指導教官の補助をさせた後に、以下のポイントに留意させつつ、当該復命害等を

使用して事案の処理を自ら行わせること。

なお、自賠責保険先行及び労災保険先行の事案をそれぞれ行わせること。

①第三者行為災害に当たる場合の必要書類の収集

②過失割合に関する調査

③簡単な求償差し控えの判断
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3 単位

講義 1単位

技能 4単位 (2事案x2(補助+独力)) 
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第9 年金受給者に係る定期報告の審査と厚生年金等との併給調整事務

1 定期報告審査における達成水準

(1)定期報告の受付、添付資料確認

①定期報告の各種年金(傷病・障害・遺族・特別遺族・就学等援護費)の種別ごと

に添付すべき書類を確認、できる。

②必須記載事項及ひや添付書類等に不備があった場合には、速やかに受給者へ督促・

磁器、できる。

(2)内容確認

①住民票等から定期報告に印書された内容と住所・氏名・生年月日等の誤りがない

f か確認できる。

②傷病(補償)年金については、添付された診断書より障害の状態の変更が疑われ

る場合、また、不明な点があった場合、労災医員lこE鶴忍する等必要な処理を講じら

れる。

③遺族(補償)年金・特別遺族年金については、受給資格者に変更がないか、また、

戸籍謄本を用い、死亡労働者との関係が確認できる。

④添付された厚生年金等の振込通知書や裁定通知書の記載内容が理解できる。

⑤監督署に配信される「厚年情報照合リストJを活用し、厚年等との併給調整に誤

りがない村臨、できる。

'⑤提出された資料の確認の必要がある場合には、本人に対し電話で確認、指導がで

きる。

(3) OGR入力等

①定期報告書の審査終了後、定期報告書入力帳票に必要項目を正しく記載し、 O

CR入力ができる。

②修正等ある場合には、厚年等については定期報告受付入力票を用い、その他につ

いては、その都度適切な帳票を用いて処理ができる。

③機械処理したものについて、不備・入力誤りがなし、か確認することができる。

(4)未提出者の進行管理

①システムより出力される「未提出状況リスト」により、未提出者を把握できる

②提出された者について、リストを活用し進行管理ができる。

③提出期間経過後、未提出者については、システムにて督促状の発送を行い、督促

状の期限後においては、システムで支払差し止めの処理ができる。
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④支払差し止め処理を行った者については、放置せず、適宜継続調査をおこなうこ

とができる。

(5)保管・編綴

処理が終了した定期報告書については、年金ファイノレへ編綴し、所定の保管場所

に保管できる。

2 厚生年金等との併給調整事務における達成水準

( 1 )調整の実務

①労災保険制度及ひ胃曜の対象となる厚年等の制度について正し〈理解している。

②支給決定時もしくは定期報告時等に受給者から提出された振込通知書や裁定通知

書の見方が理解できる。

③受給者から提出された資料を基に、労災保険と同一事由での厚生年金等給付であ

るか確認できる。

④年 1回、暑に配信される「厚年情報照合リスト」の見方が醐草でき、過誤払いが

疑われる場合は、必要に応じて調査を実行することができる。

⑤不明な点については、本人及び年金事手都庁へ照会する等、適切に調査することが

できる。

(2 )機械処理

①入力処理において、添付書類等から調整コード、厚年種別等必要な入力項目を適

切に判断し、入力できる。

②決議書を出力後、入力誤り等がなし、か資料等から正しく確認できる。

③決議処理後、検索画面で厚年等情報が正しく反映されているかE酷忽することがで

きる。

3 実地訓練の手法

( 1 )知識の付与

「労災保険給付事務取扱手引」及び「労働基準行政情報システム・労災行政情報管

理システム労災保険業務機械処理事務手引」年金・一時金業務編等を利用して講義を

行うこと。

(2)技能の付与

以下の①から⑤に留意しながら訓練対象者に対応等を行わせること。
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①定期報告受付・内容審査のポイント

・定期報告書の記載事項、添付書類等に不備があった際の手続

.年金種別ごとの審査における留意点

② OCR入力のポイント

-審査終了後の入力処理における入力事項

③未提出者の進行管理のポイント

・米提出者への督促時における手続

-支払差し止め処理を行った者に継続調査する場合の留意点

④厚生年金等との併給調整実務におけるポイント

・調整対象となる厚生年金等の制度概要

-厚生年金等の受給状況にかかる調査の手続

⑤機械処理のポイント

-機械処理における入力事項にかかる留意点

3 単位

講義 1単位

技能 4単位 (2事案x2 (補助+独力)) 
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第 10 治ゅの判断

1 達成水準

(1)治療効果の有無の判断

治療効果が期待し得ない状態に当たるか否か判断できる。

(2 )症状安定の有無の判断

症状が安定している状態に当たるか否カ申j断できる。

(3)症状固定の有無の判断

残存する状態が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に当たるか

否カ半日断できる。

2 実地訓練の手法

(1)知識の付与

以下の (2)の①と②に留意しながら、概念図 (No8)、実地訓練用復命書 (No5)、

を使用して講義を行うこと。

なお、講義を行うに当たり、以下の通達等を紹介すること。

昭和 23年 1月 13日基発第3号 11台ゅの解釈」

昭和 50年9月30日基発第 565号「障害等級認定基準について」

(2)技能の付与

指導教官の補助をさせた後に、以下のポイントに留意させつつ、当該復命書等を

使用して事案の処理を自ら行わせること。なお、骨折の事案を行わせること。

① 治療効果の有無

治療内容、治療内容の変化の有無、治療を受けた後の症状の変動の有無・程度

を確認するための手法と留意点

② 症状の安定の有無

原傷病の症状の変動の有無・程度、付随疾病の症状の変動の有無・程度を確認

するための手法と留意点

3 単位

講義 1単位

技能 2単位 (1事案x2(補助+独力)) 
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第 11 再発の判断

1 達成水準

(1)当初の傷病との相当因果関係の有無の判断

当初の業務上又は通勤による傷病と「再発後」の症状との聞に医学的にみて相当

因果関係があるか否か判断できる。

(2)悪化の有無の判断

f台ゆ時における業務上又は通勤による{易丙の症状よりも悪化しているか否カキIj断

できる。

(3)治療効果の有無の半Ij断

「再発」後の症状について、療養によってその症状を改善できる見込みがあるか

否か判断できる。

2 実地訓練の手法

(1)知識の付与

以下の (2)の①から③に留意しながら、概念図 (No9)、実地訓練用復命書 (No6)

を使用して講義を行うこと。

なお、講義を行うに当たり、以下の通達等を紹介すること。

昭和 23年 1月9日基発第 13号「業務上の負傷又は疾病が再発した場合」

昭和 34年7月 15日基発第 502号「髄内釘等抜去術の取扱いについて」

昭和 42年8月 18日基収第3596号「せき髄損傷患者の症状固定後における

べんち形成障害の対症療養(再発)について」

昭和 48年(行ウ)第 34号昭和 51年 l月 16日神戸地裁判決

(2)技能の付与

指導教官の補助をさせた後に、以下のポイントに留意させっつ、当該復命書等を

使用して事案の処理を自ら行わせること。

なお、せき髄損傷の事案の処理を行わせること。

①原傷病との相当因果関係

原傷病との相当因果関係の有無を確認する手法と留意点

②悪化の有無

悪化の有無を確認する手法と留意点
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③治療効果の有無

治療効果の有無を確認する手法と留意点

3 単位

講義 1単位

技能 2単位 (1事案x2(補助+独力)) 
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第 12 障害等級の認定と事務処理

1 達成水準

(1)部位

残った障害の部位を判断で、きる。

(2)系列

残った障害の系列を判断で、きる。

(3)障害の序列

複数の障害について、序列を考慮する必要があるか判断できる。

(4)併合

系列の異なる複数の障害が存在している場合の等級を判断できる。

( 5)準用

以下の場合の取扱いができる。

① ある身体障害が障害等級表上いかなる系列にも属さない場合

② 障害等級表上、その属する系列はあるが、該当する身体障害が存在しない場合・

(6)加重

既存障害がある場合、加重の取扱いをすべき事案に当たるか、当たるとした場合

の基本的な処理ができる。

(7)事案処理

上肢及び下肢の簡単な事案について、障害等級を判断できる。

2 実地訓練の手法

(1)知識の付与

以下の(2)の①から②に留意しながら、概念図(No10)、実地訓練用復命書(No7)

を使用して講義を行うこと。

なお、講義を行うに当たり、障害認定必携を用いるほか、必要に応じて以下の

通達等を紹介するよう努めること。

昭和 50年 9月 30日基発第 565号「障害等級認定基準についてJ

平成 12年 3月 14日基発第 128号「障害等級認定基準の一部改正について」

平成 13年 3月 29日基発第四5号「眼の障害に関する障害等級認定基準の一

部改正等についてJ

平成 14年 2月 1日基発第0201001号「耳及び口の障害に関する障害等級認
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定基準の一部改正等についてJ

平成 15年 8月 B日基発第 0808002号「神経系統の機能又は精神の障害に関

する障害等級認定基準について」

平成 16年 6月4日基発第0604003号「せき柱及びその他の体幹骨、上肢並

びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について」

平成 18年 l月 25日基発第0125002号「胸腹害問融号の障害に関する障害等

級認定基準について」

(2)技能の付与

指導教官の補助をさせた後に、以下のポイントに留意させつつ、当該復命書等を

使用して事案の処理を自ら行わせること。

なお、上肢の事案の2事案を行わせること。

①単一障害

単一障害を漏れなく確認する手法と留意点

②復数の障害がある場合の取扱い

序列を乱すか否かを確認する上での留意点

3 単位

講義 1単位

技能 4単位 (2事案x2(補助+独力)) 
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第 13 主治医及び地方労災医員・労災協力医等専門医への症状照会・意見書依頼

1 達成水準

(1)主治医への症状照会圃意見書依頼

主治医に傷病に応じた症状照会・意見書依頼ができる。

(2 )地方労災医員・労災協力医等専門医への症状照会事意見書依頼

主治医の意見及び傷病の状態を踏まえた専門医への症状照会・意見書依頼ができ

る。

2 実地訓練の手法

(1)知識の付与

以下の (2)の①と②に留意しながら、概念図 (Noll)を使用して講義を行うこ

と。

なお、講義を行うに当たり、以下の通達等を紹介すること。

・ 平成3年3月 19日基発第 157号「職業性疾病の補償事務手号IJの廃止及び「業

務上疾病の認定事務手引」の作成について

平成 12年 3月24日事務連絡第4号「精神障害等の業務上外の判断のための

調査要領の作成について」

平成 15年8月8日基発第0808002号「神経系統の機能又は精神の障害に関す

る障害等級認定基準について」

脳・心臓疾患の労災認、定実務要領(平成 15年 3月)

(2)技能の付与

指導教官の補助をさせた後に、以下のポイントに留意させつつ、事案の処理を自

ら行わせること。

なお、①業務上外、②障害の 2事案を行わせること。

①請求人の症状等の正確な把握をするための照会の手法と留意点

② 因果関係の有無及び程度を明らかにするための照会の手法と留意点

3 単位

講義 1単位

技能 4単位 (2事案x2(補助+独力)) 
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第 14 審査請求、再審査請求制度の概要と手続

1 達成水準

(1)審査請求制度

① 労審法の適用のある処分に当たるか否カキJj断できる。

②行審法の適用のある処分に当たるか否カ申l断できる。

③ 労災保険給付に関する審査請求の手続を説明できる。

(2)再審査請求制度

労災保険給付に関する再審査請求の手続を説明できる。

2 実地訓練の手法

(1)知i哉の付与

以下の (2)の①と②に留意しながら、概念図 (No12)、審査請求書、モデ、/レ意

見書を使用して講義を行うこと。

なお、講義を行うに当たり、以下の通達等を紹介すること。

平成 17年 4月 1日基発第0401011号 11労災保険審査請求事務取扱手引」

の改正について」

(2)技能の付与

指導教官の補助をさせた後に、以下のポイントに留意させつつ、事案の処理を自

ら行わせること。

なお、障害補償の事案又は通勤災害の事案の処理を行わせること。

① 不支給時の丁寧な説明の留意点

②監督署長の意見書の作成の留意点

3 単位

講義 1単位

技能 2単位 (1事案x2(補助+独力)) 
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第 15 社会復帰促進等事業の概要と事案処理の判断

1 達成水準

(1)アフターケア制度

① アフターケア制度の対象となる傷病に当たるか否カ申j断できる。

②更新の際の傷病に応じて手続の説明を行うことができる。

(2)労災就学援護費制度

①労災就学援護費の支給対象に当たるか否洲断できる。

②進学・在学の有無を判断できる。

(3)義肢等補装具費支給制度

①義肢等補装具費の支給対象に当たるか否カキIj断できる。

②傷病に応じて申請時の手続の説明を行うことができる。

2 実地訓練の手法

(1)知識の付与

概念図 (No13)を使用して講義を行うこと。

なお、講義を行うに当たり、以下の通達等を紹介すること。

平成 19年 4月 23日基発第 0423002号「社会復帰促進等事業としてのアフタ

ーケア実施要領の制定について」

昭和 45年 10月 27日基発第 774号「労災就学等援護費の支給について」

昭和 54年 4月4日基発第 160号「労災就労保育援護制度の新設等について」

平成21年3月31日基発第0331025号「義肢等補装具支給要綱の改正等についてJ

(2)技能の付与

指導教官の補助をさせた後に、チェックポイント (No2)を使用しつつ、当該チェ

ックポイントに判断及びその根拠を記入させて、事案の処理を自ら行わせた上、当

該事案の処理が適当か当該チェックポイントの記入内容を決裁過程で確認し、必要

な指導を行うこと。

なお、就学援護費の処理を行わせること。

3 単位

講義 1単位、 技能 2単位 (1事案x2 (補助+独力)) 
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第 16 費用徴収の取扱い

1 達成水準

( 1 )労災保険法第31条第 1項第 1号

①故意に当たるか否か半Ij断できる。

② 重大な過失に当たるか否カ半リ断できる。

(2)労災保険法第31!条第1項第2号

①保険料の納付を猶予している場合に当たるか否か判断できる。

② 事故が通達に定める期間中に生じた事故に当たるか否カ申l断できる。

(3 )労災保険法第31条第 1項第3号

① 法令に危害防止のための直接的かっ具体的な措置が規定されているカ半リ断でき

る。

② 事業主が当該規定に明白に違反したカミ判断できる。

( 4)事案の処理

① 費用徴収の可能性のある事案を局に報告できる。

②事案に応じた費用徴収の額を算定できる。

2 実地訓練の手法

( 1 )知識の付与

以下の (2)の①から③に留意しながら、概念図 (No14)を使用して講義を行

うこと。

なお、講義を行うに当たり、以下の通達等を紹介すること。

昭和 47年 9月 30日基発第 643号「事業主からの費用徴収の規定の取扱い

についてJ

平成 17年 9月 22S基発第0922001号「未手続事業主に対する費用徴収制

度の運用の見直しについてJ

(2 )技能の付与

指導教官の補助をさせた後に、チェックポイント (No3)を使用しつつ、当該チェ

ックポイントに判断及びその根拠を記入させて、事案の処理を自ら行わせた上、当

該事案の処理が適当か当該チェックポイントの記入内容を決裁過程で確認し、必要

な指導を行うこと。

なお、 1号、 2号及び3号事案の中から 2事案の処理を行わせること。
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① 1号事案に当たるか否かを確認する手法と留意点

② 2号事案に当たるか否かを確認する手法と留意点

③ 3号事案に当たるか否かを確認する手法と留意点

3 単位

講義 1単位

技能 4単位 (2事案x2(補助+独力))

34 



第 17 適用徴収業務の基礎

1 達成水準

(1)労働保険成立手続

① 事業主又は労働保険事務組合から提出を受けた監督署の職員は、「保険関係成立

居J(以下「成立届」としづ。)について、正しく記載されているか確認すること

ができる。

②成立届に記載されている「事業の概要」欄に事業又は作業内容を審査し、業種

及び産業分類を記載することができる。

③ 労働局の職員は、監督署から送付された成立屈を上記①と同様に確認及び審査

の上、 OCR装置に入力するとともに、データ誤り等がある場合は、データ修正

等によりエラーを解消することができる。

(2)年度更新申告手続

① 毎年6月1日から 7月 10日までに事業主又は労働保険事務組合から提出され

た申告書を受理した皆管箸の職員は、送付状を作成し、申告書に併せて労働局に

送付することができる。

② また、労働局において申告書を審査する場合には、労働局の職員は申告内容が

妥当であることを確認し、疑義が生じた場合には、必要に応じて事業主又は労働

保険事務組合に電話連絡等を行って修正等を行うことができる。

(3)算定基礎調査の補助

算定基礎調査において、訪問した事業場の書類に疑義が生じた場合には、その内

容を事業主に対して照会するなど、労働局職員の補助を行うことができる。

2 実地訓練の手法

(1)知識の付与

「労働保険適用関係事務処理手引/労働保険料算定基礎調査実施要領」、「徴収関

係事務取扱手引」及び「労働保険事務組合事務処理手号IJを使用して講義を行うこ

と。

なお、講義を行うに当たり、以下の通達を紹介すること。

平成O年度における労働保険適用徴収業務の運営に当たっての留意事項等に

ついて(毎年発出)
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(2)技能の付与

①労働保険成立手続

指導教官の補助を行わせた後に、以下のポイントに留意させつつ、成立届の審

査等を行わせること。

-当該事案の存在の確認、

-当該事業が適用事業であるかの確認、

.継続事業であるかの確認

-業種の確認、

② 年度更新申告手続

指導教官の補助を行わせた後に、以下のポイントに留意させっつ、申告書の審

査等を行わせること。

-記載漏れや計算誤りがないかの確認

-前年度より大きく保険料額等に変更がないかの確認

③算定基礎調査の補助

指導教官の補助を行わせた後に、以下のポイントに留意させつつ、算定基礎調

査の補助を行わせること。

-賃金集言博買に社長や役員が混在していないかの確認

-労働保険料の対象となるパート、アルバイト分の賃金に漏れがないかの確認

3 単位

講義 1単位

技能 6単位 (3項目 X 2単位(補助+独力))

※ 労働保険成立手続・労働保険料申告手続については、補助 1単位・独力

l単位とする。

※ 算定基礎調査・滞納整理業務の補助については、それぞれの補助業務 1

単位ずっとする。
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第 18 労災関係システム(各種情報検索含む。)の概要と操作

O 短期給付一元管理システム、アフターケアシステム、二次健康診断等給付システム

1 達成水準

(1)機械処理

① 請求人から受け付けた請求書に不備等がないか確認の上、受付日当日ま

たは翌日までにシステムへ受付登録ができる。

② 支給内容の調査後、記鞍誤りがない材関した後、システムへ登録ができる。

③ 入力の結果、キャンセルとなった場合、出力されるメッセージから原因を把

握することができる。

④ 出力された決議書の出力項目について、請求書、復命書等関係書類と照らし

合わせて、誤りがないか正しく確認できる。

⑤決議書において登録項目が誤っていた場合には、正しく修正処理を行うこと

ができる。

⑥ 決裁終了後、決議書に必要項目を正しく記載し、決議入力をすることができ

る。

⑦ 修正帳票に係る処理についても、上記①~⑥問様にシステム登録等ができる。

③ 決議入力後出力される通知書等の内容について、正しく把握できる。

⑨休業、療養の費用及びアフターケア通院費について、データ締切日翌日に配

イ言される「支払予定一覧」により、支払日、支払金額等の確認ができる。

(2)検索

① 必要な情報を検索する場合において、必須入力項目等を確認し、正しく入力

することができる。

② 検索結果の内容を正しく把握することができる。

(3)チェックリストの活用

① 配信される各種リストの種類の把握ができている。

② リストに表示された事案について、適宜必要な調査・処理を行うことができ

る。

2 実地訓練の手法

(1) 知識の付与

「労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム 労災保険業務機械処理
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事務手号IJ業務共通・共通編、短期給付編、アフターケア編、二次健診編を使用して

講義を行うこと。

(2 ) 技能の付与

以下の①から③に留意しながら、窓口や情報端末において、指導教官の補助をさせ

た後、訓練対象者に対応等を行わせること。

①請求書入力のポインド

-未入力の誇求書の保管等入力までの遵守事項

.請求書の入力キャンセル時の対応

・台帳登記項目との整合性確認

②検索のポイント

・必要な情報を検索する際の留意点

.検索結果の理解における留意点

③ チェックリスト活用のポイント

-リストに出力された事案にかかる調査・処理における留意点

3 単位

講義 1単位(各システム共通)

技能 4単位 (2類型x2 (補助+独力))

検索 1単位

0年金・一時金システム、介護(補償)給付システム

1 達成水準

( 1 )機械処理

① 請求人から受け付けた請求書に不備等がなし、か確認の上、受付日当日または翌

日までにシステムへ受付登録ができる。

② 支給内容の調査後、記載誤りがないか確認した後、システムへ登録ができる。

③ 入力の結果、キャンセルとな'った場合、出力されるメッセージから原因を把握

することができる。

④ 出力された決議書の出力項目について、請求書、復命書等関係書類と照らし合

わせて、誤りがないか正しく確認できる。

⑤ 決議書において登録項目が誤っていた場合には、正しく修正処理を行うことが
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できる。

⑥決裁終了後、決議書に必要項目を正しく記載し、決議入力をすることができる。

⑦ 変更・訂正等に係る処理についても、上記，CD~⑥同様に、システム登録等がで

きる。

③ 決議入力後出力される通知書等の内容について、正しく把握できる。

⑨一時金・介護について、データ締切日翌日に配信される「支払予定一覧Jによ

り、支払日、支払金額等の確認ができる。

(2)検索

①必要な情報を検索する場合において、必須入力項目等を確認し、正しく入力す

ることができる。

②検索結果の内容を正しく把握することができる。

(3)チェックリストの活用

① 配信される各種リストの種類の把握ができている。

② リストに表示された事案について、適宜必要な調査・処理を行うことができる。

2 実地訓練の手法

( 1 )知識の付与

「労働基樹子政情報システム・労災行政情報管理システム 労災保険業務機械処理事

務手引」業務共通・共通編、年金・一時金業務編及び介護(補償)給付業務編を使用

して講義を行うこと。

(2)技能の付与

以下の①から③に留意しながら、情報端末を使用し、指導教官の下、訓練対象者に各

種操作を行わせること。

①機械処理のポイント

-受付入力時における留意点

-入力キャンセノレされた場合に対処する際の留意点

.入力誤りを修正処理する際の留意点

②検索のポイント

・必要な情報を検索する際の留意点
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-検索結果の理解における留意点

③チェックリスト活用のポイント

-リストに出力された事案にかかる調査・処理における留意点

3 単位

講義 1単位(各システム共通)

技能 4単位 (2類型x2 (補助+独力))

検索 1単位
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NO.1 各種請求書の受付、相談等
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各種請求書の受付、相談等
"、 '^'"''''''カ"'.~.^>，""\.-"'，志，泊二~，c芯!""'''"""'=二，.，

相談対応について
留意点とポイシト

0説明のポイント内、目守ι比、一、
O監督署の窓口に相談に訪れた者に対し ①相談者の置かれた状況等を把握することによ
て、 I~ンフレット等を活用して懇切丁寧な説 りョ相謎者が請求で童益と思われ益優険給付註
明の実施j 主士会復虚促進等事業い基づく給付等について、

漏れなく説明を行う。
0相談に際して、相談者から時間や相談環 ②時効完成が国近益事案については、速やかな
境等の要望がある場合、可能な限りそれに 請求を勧奨する。
配慮した説明等の実施

消滅時効・・原員IJ2年(遺族・障害は5年)
‘司 ... 0取り下げの処理は、請求人ご本人の意

思を確認して行う。 O 説明の際に避けるべき」と

①調査する前に結論めいたことを示唆すること

保険給付請求書の受付
②会社の担当者の了解のみでき本人の了解をく

取り下げ処理をわう』と

③詰求人愛人の要詰主主いのに主取り下!fに自
0受付日付印の押印 けた指導安行う」と。
→請求書の指定された箇所又は余白に

所定の受付目付印を押印

0受付日付l土、保険給付請求権の時効等について
0請求書の受付入力 重要な意味を有することから、請求書に不備がある
→請求書文は登録帳票を原則としてoc 場合でも、そのまま返戻することなく、必ず受付印を
R入力し、受付処理を行う 押印する。

0不備返戻 0不備返戻について、事業主が証明を拒む等の特

→請求内容の著しい誤り、欠落等補正し 殊事情により、やむを得ないと思料されるもの及び

がたいものは決裁ののち不備返戻を行う 電話照会等によって補正できる軽微なものは、返戻

することなく処理し、できるだけ不備返戻を差し控え
5'旅情

る。

保険給付 請求書の点検 0請求書の審査事項については、給付取扱手引を

、岬川 参照。

0主に次の事項に該当するものについて、
O 労災保険給付の請求は、原則として事業場の

必要に応じた実地調査の実施
所在地を管轄する労働基準監督署に対して行う。

-保険関係成立、消滅が頻繁な事業
ただし、一括有期事業については、主たる事務

-事業場の規模が5人未満
所の所在地管轄する労働基準監督署に対して行

-保険関係成立後短期間に給付履歴があ
つ。

る

-負傷の程度から判断して、療養及び休業 O 石綿関連疾患に係る請求と船員に係る請求
期間が長い

については、請求人が希望する場合を除き、回送
-平均賃金が高額

、 -同一事業場で同種災害が多発 O 受け付けた請求書は、即日又は翌日に入力する。

O 未入力の請求書は、定められた保管場所に収

請 求書の受付、審査等の完 了 納し、自分の机等に収納しない。
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NO.2 負傷等の業務上外
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負傷等の業務上外
山間中山一山草川ι r白山田酬

留意点とボイνト
負傷等の業務上外の判断要件

負傷左傷病止の聞の相当因果関係の有

盤
→業務遂行性と業務起因性が認められ

るか

0業務遂行性の有無の判断

事業主の支配下にある状態と言えるか

.事業主の支配・管理下で業務に従事

・事業主の支毘・管理下にあるが業務に

従事していない

・事業主の支配下にあるが管理下を離れ

て業務に従事

0業務起因性の有無の判断
業務に内在する危険が現実化したもの

と判断できるか(当該災害、傷病が業務

により生じたと認められるか)

【業務起因性の反証事由】

-業務逸脱、離脱、怒意行為等
.私的事由

問題点等が認められる場合には確認文は調査

O 業務に従事Lていた場合には、反証

事由があると疑われるときに、その有

無を明確にする。

①窓意的行為が疑われる場合

行為の目的、上司の明示又は

黙示の指示、今までの慣行等を

調査

②私怨が疑われる場合

第二当事者と被災者との関係、

悪感情の原因、経緯等を調査

ザー一 刊山川1品川川一日ヤ

負傷等の業務上外の判断

"";，，，'~If".''''-，'ν>'"，.~""'"''叶)寸 !日 山一一川.."'~'''""，''.，，，，.川 F畑町乃花九円戸一川、ジ

[業務滋行件の類型1 [業務起因性の判断1

I支配下にあり、かっ

管理下にあり、業務に

従事

(例.会社で仕事中)

-起因性の反証がない

場合は、経験則に反し

ない限り一般的に業務

上 /

-積極的な私的行為に

わたらない限り、全体と

して業務行為となる

E支配下にあり、かっ

管理下にあるが業務

に従事していない

(例会社で休憩中)

-施設又はその管理に

起因することが認めら

れれば業務上

惜
b

説

ι
川
淵

あ

業

)

に

ふ

中

下

な

張

配

に

出

支

下

司

E
理
事

ω

O 業務に従事していることに当たる例

①生理的な行為や反射的行為

②準備行為や後始末行為

③その他作業に必要な行為

O 業務に従事していないことに当たる例

①休憩している時の行為

O 業務起因性の判断のポイント

業務に従事している場合には、原則として茎盗

藍園生益盤1tされる。

ただし、反証事由があれば‘推iFが覆される。

今問題になることの多いのは。

①窓意的行為

②私怨や自招行為による他人の暴行

O 原因不明の災害

業務遂行性が認められる場合には、業務起因

性が推定される。

業務遂行性が認められない場合には、業務起

因性は推定されない。
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NO.3 通勤災害に係る通勤上外の判断
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通勤災害に係る通勤上外の判断

盟意息よ握4以上通勤上外の判断要件の確認

ぶ 1通勤とl立、①就業に関し、

ji【就業関連性]:業務に就くため、業務が終了したことにより

移動が行われること

、

t卜住居と就業の場所との聞の往復
・就業の場所から他の就業の場所への移動
.単身赴任先住居と帰省先住居との聞の移動
を、②合理的な経路及び方法で行うことをいい、
③業務の性貨を有するもの、@合理的な経路の
逸脱又は中断の聞及びその後の移動1;1:通勤と
はならない。
ただし、当該逸脱中断が「日常生活上必要な

行為であって厚生労働省令(労災則第B条)fこ定|
めるものをやむを得ない事由により行うための
最小限度のもの」である場合には、当該逸脱・中
断の聞を除き、合理的な経路に復した後は再び
通勤とされる。

( 査の実施

」附，，-，'"'止通 ρ 陪言芸人からの聴取

。事業場等調査

①関係書類の収集

・災害発生状況及び通勤経路等

が確認でき

災害発生日時、出退勤途上の別、

自宅又は会社を出た時刻、当日

の始業、終業時刻、通勤形態等が

確認できる書類

通勤経路及びその方向、通常の

通勤所要時間、災害当日の逸脱、

中断の状況等が確認できる書類

②事業主及び同僚労働者等からの聴

取

-請求人の被災状況、傷病の状態等

J勢一…
f… :  
!調査結果の取りまとめ ; 
仁川，~"…… 10関係資料の取りまとめ lj 

li1 10聴取結果の取りまとめ

0調査結果復命書の作成

0決裁等の事務処理の実施

通砂

通勤上外の判断

当たらない例:遅番の者が早番の時間に出勤、 2時間を

超えるサークル活動終了後の帰宅のための移動

【住居]:就業のための拠点.通常自宅

①当たるものの例

不可抗力的な事情により、一時的に通常の住居以外

の場所に宿泊するもの

②当たらないものの例

特段の事情なく友人宅から出勤する場合

【運動の開始・終了】

アパート等:ドアを出ると開始

事業場構内(門)に到達した時点で終了

【合理的な経路】

①当たらないものの例

特段の合理的な理由もなく、著しく遠回り

【合理的な手段】

①当たらないものの例

自動車、自転車を泥酔して運転する場合

【逸脱】合理的な経路からそれること

【中断1・合理的な経路上で通勤と異なることを行うこと

①当たらないもの

通達に定める「ささいな行為」に当たる場合

例:①経路上で雑誌を購入

②駅構内のジュースの立ち飲み

【日常生活上必要な行為]

当たる例・総菜の購入、病院等で治療を受ける、通学

当たらない例:既婚者の食事、経路上での長時間の飲酒

【共通】

①原則とする要件を満たすか。

②上記の要件を満たさない場合、特段の合理的な事情があ

るか。

[就業関連性】

①通常の時間との事離の程度

②早く出勤、遅く帰宅する理由と業務との関連性

【合理的な手段・方法]

①遠回りの程度(距離・所要時間)

-地図ソフト等

②アルコールの摂取の程度

-飲酒量(聴き取り)

-血中アルコール濃度

【逸脱E 中断】

通勤と異なる行為の内容・態様・時間(例飲酒・着席・長時

間)

l~ナ





No.4労働者性について
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労働者性について

労働者性の判断要件の確認

0使用従属関係の存在に関する判断要

断を補強する要素

O請負・委託等の区分(実態として使用

従属関係が認められるか。)

※労働 基 準 法 研 究 会 労 働 契 約 等 法 制

部会労 働者性検討専

0収 集すべき資料及び照会先の確認

O聴取対象者の選定

0聴取対象者からの聴取事項の決定

O各事項に係る調査実施時期の決定

O調査方 法 、 調 査 の 役 割 分 担 等 の 決

定

O事業場調査

①関係書類の収集

・契約書等労務鑓供の形態、労務提供期間等

が確認できる書類

設計図、仕様書、指示書等、指揮監督の有無

が確認できる書類

-請求書等、報酬の支払内容が確認できる書類

・機械、器具等の負担関係についての契約関係

の有無が確認できる書類

・賃金台帳等

②事業主及び同僚労働者等からの聴取

・請求人の就労実態、報酬等の支払状況、

調査結果の取りまとめ

0関係資料の取りまとめ

O聴取結果の取りまとめ

O調査結果復命書の作成

0決裁等の事務処理の実施

労働者性の判断
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留意点とポインド

OP 
労働基準法研究会報告書

「労働者性の判断基準」参照

O何を明らかにすべきなのかを明確にするこ

と

0そのために必要となる資料、聴取対象者及

;び聴取事項を決定すること

0よ記の点を踏まえ、あらかじめ調査計画を

作成し、調査対象、調査の実施時期、担当等

を明示すること

:。調査の進捗状況等を踏まえ、必要に応じ

調査計画の見直しを行うこと

留意点とポイント
iO骨働者性の判断根拠となる慣用従属聞慌の有
:無や報酬等の支払の状涯について、間保書類や
: 聴取から何を明らかにすべきかを予め定めた上で

間査を実施すること
O貴闘者性の判断要素を満たすか苦かにつき、関

!係書類や聴取等、複数白抜況証拠により、事実認
定を行う必要があることに宙意し、未だ判断喜楽を

! 満たすか否かについて不十分な事項がある塙合に
ついては、関保者からの貰料回収集、聴取を実施
すること

，0調査の効率的な寓施の観点から、適宜調査計画
の見置しを行い、翻査を聾する項目について、調査
期限を明示し、当該期限までに悶査が実施されて
いるか、間査により判断甚棄を満たすか吾かが判
断できるかについてその都度検討し、できるかぎり
早期の調査の完了に揖めること。

. '.ー…一一一一…-

長刀三主♀ p釘.1.. d 早 þ~ ~L 
闘し三嵐官!、手!JF 

O使用従属関係の存在に関する判断要

素や労働者性の判断を補強する要素等、

労働基準法研究会報告に基づく判断要

素の全てを網羅する形で復命書が作成

されているか

0上記の各項目について、具体的な判

断根拠が明示されているか

0上記の各項目の判断根拠に基づき、

労働者性の有無について総合判断が合

理的になされているか。
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NO.5 給付基礎日額の算定について
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給付基礎日額の算定について

平均賃金の算定

労災保険給付の給付基礎日額は、原則とし
ト掛茸5佳品笛12条の平均賃金を用いる。

O 平均賃金の算定

①(労働基準法第12条第1項):算定事由

発生日以前3ヶ月間の賃金総額をその期

間の総日数で除して算定

②総回数は、以下の期間を控除

a業務上負傷し、又は疾病にかかり療養

のため休業した期問、 b産前産後の女性

が休業した期間、 c使用者の責めに帰すべ

き事由によって休業した期間、 d育児休業

又は介護休業をした期間、e試みの使用期

間

③賃金総額に算入しない賃金

臨時に支払われた賃金及び3ヶ月を超

える期間ごとに支払われる賃金、通貨以

外のもので支払われた賃金で一定の範

囲に属しないものは算入しない。

給付基礎日額の算定

O 平均賃金に相当する額が適当でないと認められ

るとき(労災保険法第B条第2項)は、政府が定める

喝を給付基礎自額とするとされている。

適当でない場合

①私傷病による休業のため平均賃金が低下す

るとき

→労基法第12条1項から6項までに定める方式

により算定した額と私傷病による休業の期間を基

準法12条3項1号の期間とみなして算定した額を

比較し、高い方で算定(施行規員IJ9条1号)

②じん肺に罷患した者が作業転換により平均賃

金が低下するとき

→診断確定日の平均賃金と、職場転換日直

前3ヶ月間の平均賃金とを比較し高い方で算定

(施行規則9条2号)

③船員のうち、一定の要件を満たす者

④前3号のほか平均賃金に相当する額が適当で

はないと認められるとき

→本省局長の定める基準(施行規則9条4号)

振動障害に擢患した者が作業転換により平均賃

金が低下するとき

保険給付額の確定
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留意点とポイント

O 算定事由発生日については、労災保険

法第B条において次の通り規定されている。

平均賃金を算定すべき事由の発生した日

は、色傷若しくは死亡の原閃である事故が発

主」主E又は診断によって疾病の発生が確

塁」左E

O 賃金総額には、現実には支払われてい

ないものの、支払うべき額が確定しているも

のも含まれる。

今いわゆる「サービス残業I、管理監督者

の深夜の割憎賃令等が算入されているか確

認玄盈こと。

O 労働基準法第12条第1項から第6項まで

の規定によって算定し得ない場合の平均賃

金は、厚生労働大臣の定めるところによると

されている。

(D 離職後に業務上疾病手発症した者

→原則昭和50年9月23日付け基発

第556号「業務上疾病にかかった労働者

に係る平均賃金の算定について」

→離職時の賃金が不明な場合

昭和51年2月14日付け基発第193号「業務

上疾病にかかった労働者の離職時の賃金が

不明な場合の賃金について」

②請負給制の漁林業勢働者

昭和39年4月20日基発第519号「請負給制

によって使用される漁業及び平均賃金」

必
つ
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額
℃

O 年齢階層別の最高・最低限度額が定

められており、以下の場合に適用される。

①休業補償給付等を支給すべき事由

互主己主BiJ{当該休業補償給付等に

係る療養季開始した日から起算して一

年六筒月を経過した日以後の臼に適用

②年金が支給言れる月から適用





NO.6 特別加入制度と請求事案の判断について
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特別加入制度と請求事案の判断について
。温泉町 i山 町叩

特別加入制度と、特別加入者の業務

上外に係る判断要件等

-中小事業主等(労災保険法第33条第1号)

.一人親方等(労災保険法第33条第3号)

-特定作業従事者(労災保険法第33条第5号)

.海外派遣者(労災保険法第33条第6号)

0加入時健康診断以下の業務に従事する場合、特別加入時の健

康診断が必要となる

・粉じん作業・・加入前に通算3年以上従事

-振動工具使用の業務・・・加入前に通算1年以上従事

・鉛業務・・・加入前に通算6月以上従事

-有機溶剤業務・・・加入前に通算6月以よ従事

とおり、

加入申請に係る事務処理

入申請書、健康診断証明書、特別加入に

関する変更屈の受付、内容確認

【労働局】

O内容審査

-特別加入できる要件の具備、保険関係、

団体の確認、健康状態の確認、変更事項等

O承認、不承認の決定、通知

からの聴取

業場等調査

係書類の収集

・災害発生状況及び勤務状況等が確認できる書

類
災害発生日時、作業場所、作業時問、作業内

容、作業施設、作業に従事した時問、その他災

害の発生について関連が認められる事項

・業務以外の傷病が確認できる書類

・傷病の状態を確認できる書類

働者等からの聴取

・請求人の被災状況、勤務状況、傷病の状態等

承認又は支給等の判断

-25-

留意点とホ。イミ〆ト

O 中小事業主

事業場単位ではなく、企茎皇盆歪該当

するか否かを虫随する。

事業場によって、業種が異なる場合に

は、それぞれの事業に使用する労働者数

を考慮して、企業全体の事業が何に当た

るかを判断する。

O 一人親方

省令だけでは該当の有無を判断できな

いことが少なくない。

通達を必ず確認すること。

なお、法の1'F'義上勢働者存侍周する場

合には中小事業主止なること(1∞日以上

使用する場合は該当)、一人親方の場合、

業種が限定されていることに留意。

O 加入時健康診断

以下の業務に従事する中小事業主等、

一人親方等及び特定作業従事者につい

ては、主日入時健康診断が必要。

①粉じん作業を行う業務

②身体に振動を与える業務

③ 鉛 業 務

④有機溶剤業務

O 海外派遣と海外出張の違い。

海外派遣・・海外の事業に籍があり、当

該事業の指揮命令を受ける。

海外出張・・日本国内の事業に籍があり、

当該事業の指揮命令を受ける。

O 中小事業主の業務遂行性

ポイント・

¢特別加入承認申請書に記載された業

務の範囲内か。

e特別加入承認申請書に記載された労

働者の所定労働時間内の災害か。

③労働者の時間外労働又は休日労働

に就業する場合

O 一人親方等の業務遂行性

①特定の者以外は、通勤災害は認めら

れない。

②通達に定める業務の範囲内か。





No.7 第三者行為災害の取扱いと求償事務について
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第三者行為災害の取扱いと求償事務について

第三者行為災害の成立要件の

O保険給付の原因となった災害が第三

者の行為等によって生じたものであるこ

と

0第三者が受給権者に対して損害賠償

責任を負っていること

0第三者行為災害扇、第三者行為災

害報告書等の受付

0第三者行為災害に対する調査

O保険会社等に関する照会

O当事者の過失割合に関する調査

O第二当事者等に対す

0保険給付通知書の送付(求償権取

得、債権発生)

に関する調査

・過失割合の決定、損害賠償額の算

出、資力調査等

O債権調査確認決定等!

0納入告知書及び請求書の送付

0応償、非応償に係る督促状等の債

取りまとめ

取りまとめ

O調査結果復命書の作成

0決裁等の事務処理の実施

第三者行為災害に係る求償等

町一一一…ω

ヘ rE吉区京右下
O 第三者行為m害に当たるものの伊l
①他人の暴行事実で保険給付したもの

②派遣先の事業主の責めによる派遣元

労働者の災害
O 第三者行為災害に当たらないもの

事業主責任災害(第三者行為災害にも

当たるときには、事業主責任災害として

のみ取り扱う。)

際窃拡認理詰話器盟結詣鑓滋2

O 損害賠償責任の有無は、民法等の規定で判断

原則，過失が第二当事者にあることが要件

例外;工作物責任等は無過失責任

O 第三者行為災害屈に添付させるべきもの

①交通事故

「交通事故証明書」、念書、(自賠責保険

の損害賠償金等支払い証明書又は保険金

支払通知書)

②上記以外の災害

念書

③共通
(示談書の謄本、死体検案書文は死亡診

断書、戸籍謄本)

O 過失割合の判断

①交通事故の場合

事故の発生状況、発生した場所における道

路交通法等の規制の状況、第1当事者及び

第2当事者の事故の際の法令の遵守の状況

第1当事者、第2当事者の採っていた移動手

段(徒歩、車、自転車等)を調査の上、「民事

交通訴訟における過失相殺等の認定基準j

に当てはめて判断

②交通事故以外の場合

「過失割合参考資料」等を基に過失割合を

決定すること

O 求償差し控え

同僚災害は、基本的に差じ控え事実に当た

る。

①第1当事者と第2当事者がともに、同じ事

業主の労働者である場合(なお、この類型は、

基本的に事業主等に当たるので、第三者行

為にならないことに留意すること)

②第1当事者と第2当事者がともに、同じ事

業場で{動いている場合
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NO.8 治ゆについて
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治ゆについて

治ゅの判断要件の確認

0傷病に対して行われる医学上一般に

承認された治療方法をもってしでもその
効果が期待し得ない状態といえるか

O残存する症状が自然的経過によって
到達すると認められる最終の状態(症状

固定)Iニ達したといえるか

主治医等に対する意見依頼(症

0主治医等に対する調査
・現在までの療養及び症状の経過
-症状が安定しているか否か。症状が
安定していない場合は、現在の症状の

詳細

・治療効果があるか否か。治療効果が
ノ lゐヲム目入山現在の治療内容と具体的

-軽作業等の就労の可否

-今後の具体的な治療方針
・症状固定(治ゆ)の見込時期等

本人調査の実施

喝捧v

専門医等に対する意見依頼

0主治医の意見等を踏まえ、必要に応

じて専門医に治ゅの判断に関する意見

依頼の実施

-請求人の症状の状態から、主治医が

今後行う予定の治療の内容及びその効

果等について
-請求人の症状、治療の現状から症状

固定と判断できるか等

一…γ一…一一一………{
;調査結果の取り

砂

治ゅの判断

留意点とポイント

O 治療効果が認められるとは

治療の有無により、症状が大きく変化する場合は

治療効果が認められる。

現在の状態を維持するのに、治療が不可欠な場

合も認められる。

反対に、いわゆる対症療法といわれるようなもの

は、治療効果が認められない。

O 治療によって症状が改善しない場合であっても、

症状の悪化が避けられない場合には、症状が安定

しているとは言えない。

O 胸腹部臓器の傷病については、治ゆに当たるか

否かの基準が定められている。

O 主治医調査の目的

主治医の治療の必要性に関する認識と根拠、治療

効果の有無、症状の安定の有無を専門医が判断でき

る情報等を得る目的で行う。

この場合、原傷病の治療のゴール(例.骨折の場合

の骨のゆ合)、治療終了の妨げになるもの(例・付随疾

病)を事前に専門医にお聞きしてから、主治医調査を

行うことが望ましい。

なお、骨折の場合は、照会する項目が定まっている

ので、当該様式を用いること。

O 原傷病の治療のゴールを達成したか聞く。

O 治療終了の妨げになるものの有無を関心

O 症状と治療内容を対比できるように関心

o 1年程度、症状の経過と治療の経過をつか

めるように聞く。

O 本人調査の目的

症状の経過、治療効果に関する認識等、主治医

調査の結果と併せて、専門医の的確な判断に資す

る情報を得る目的で行う。

また、本人に無用の不安を与えないよう、労災保

険における治ゅの考え方、残った障害については障

害(補償)給付が予定されていること、さらには特定

の11病については、アフ亨ーケアが用意されている

」とを丁寧に説明すること。

O 尊門医の意見の聴取等

付随疾病が問題になる場合には、アフ告ーケ

アで対処できるか否かがポイントになることも

多い。

O 事案に応じた地方労災医員協議会の活用

」一

-33--' 
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No.9 再発について

-35-





再発について

再発の判断要件の確認

0当初の業務上又は通勤による傷病と

再発後の症状との聞に医学的にみて相

当因果関係があるか

ゆ時における業務上文は遇勤によ

る傷病の症状よりも悪化しているか

0再発後の症状について、療養によっ

てその症状を改善できるか

の傷病に係る調査
・治ゆ時の症状について
・残存する障害の状態について
・請求人が申し立てた症状について
.治ゆ以後の症状経過について
0再発に係る調査
・当初の傷病と再発後の症状との医学的な
因果関係の有無について
・再発後の症状が;台ゆ時より悪化している
か否かについて

について(今後の療養見込み、休業の必要
性等)

専門医等に対する意見依頼

0主治医の意見等を踏まえ、必要に応

で専門医に再発の判断に関する意見

k頼の実施

・請求人の症状の状態から、当初の傷

があると認められるか

.請求人の治ゆ時の症状の状態から再

発後悪化しているか

-療養により症状の改善が見込めるか

否か

調査結果の取りまとめ

山山一一…………
0関係資料の取りまとめ

O聴取結果の取りまとめ

O調査結果復命書の作成

0決裁等の事務処理の実施

留意点とポイント

O 原傷病との相当因果関係の有無

⑦傷病名は間ーかn

+まずは、業務(通勤)起因性を疑う。

一語付随疾病の場合、再発に準じて療養が認

められることがあることに留意。

②傷病の部位は間ーか内

+上記①に同じ

(宮〕私傷病等によるものではないかの

~症状を悪化させた原因があるかを確認

O 症状の悪化の有無

命治ゆ時の状熊の確認

今障害補償を行っているものはその関係を調

査
(宮〕府状の変動の帽の中であるか否かの確認

→当初の傷病とその後の症状経過を確認

③治療材料の交換が必要な場合には、再発に

準じて認められることに留意。

O 治療効果の有無

以下の事項について、専門医と相談の上、調

査を行うことが望ましい。

なお、せき髄損傷については、アフターケアと

治療の棲み分けの基準があるので、留意するこ

と。

①当該治療により症状の原因を改善できるも

のか。

②急性症状を抑制する必要性が高く、また、

当該治療により効果的な抑制を図ることがで

きるか。
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NO.10 障害等級の認定について
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障害等級の認定について

障害等級の認定要件の提言居話回イシト

0単一障害の把握

・既存障害の有無

-関節可動域の測定等

0単一障害の障害等級表、認定基準の

当てはめ

O併合、準用、加重による障害等級の

決定

・単一障害に係る系列番号の付与

・併合、準用の適用の要否

(障害の序列の考慮)

単一障害の把握、評価
0器質的障害文は機能障害について

は、請求書に添付された診断書、 X線

写真等に基づき本人の障害状態を確認

O関節可動域の測定等の検査の実施

。複雑な機能障害あるいは神経障害

等高度な医学的な判断を要するものに

ついては、専門医の意見を求め、障害

等級を決定

併合 E準用圃加重の適用の要否

障害等級認定基準(昭和50年

9月30日付け基発第565号)等

o障害が器質的なものに限られ、障害の程
度が明らかであって、既存障害もなく、障害の
程度が一時金に該当する事案にあっては、
実地調査を要しないとされていることに留意
o診断書に記載されている単一障害を漏れ
なく把握するとともに、その障害がどの障害

i等級に該当するのか、その根拠等について
調査、把握の上、復命書に記載すること。

同胃ニe::.•• 1-- I¥一.L9，品、 z 
J第;思思42FRdTν1司J

10複数の障害が認められる場合、併合、準用を適用すべ
O併合、準用の間違い防止のため、

1 障害等級の決定を行う際、各々の
きか検討
①併合・・異なる系列の障害が2以よある場合

13級以上の障害が複数ある場合
→高い方の障害を1等級繰り上げ

8級以上の障害が複数ある場合
→高い方の障害を2等級繰り上げ

5級以上の障害が複数ある場合
→高い方の障害を3等級繰り上げ

②準用圃・・障害等級表に属する系列はあるが、該当す
る身体障害がない場合等

同一系列肉の2以上ある障害の障害等級を定める

併合の方法を用いて準用等級を定める

序列の考慮惜しすときは直近上位由直近下位)

!調査結果の取りまとめ ; 
一一0関係資料の取りまとめ

山川、園ょ 10聴取結果の取りまとめ

• 10調査結果復命書の作成

.1O決裁等の事務処理の実施

;t'<~プ内向-~助制恥山一一……一一山川匂…… ω 百ヘ

i障害等級の決定 ! 

-41-

i障害について系列番号を付すこと

:0準用の場合、障害の序列の考慮

を行うことに留意するとともに、序列

を舌Lす場合、直近上位又は下位に

等級を認定

0同一の部位について障害の程度

を加重した場合と言えるか、既存障

i 害の考え方等、加重の要件を満た

L すか検討すること。

留意点e:ポイシト
O単一障害を把握し、漏れなく記載して

いるか、またその障害等級の決定の根

拠を明示しているか

0併合、準用を行う場合、同一系列であ

るなど、その障害等級の認定を行った根

拠を具体的に明示しているか

0加重の場合、同一部位を重くした場合

か、既存障害を的確に把握し、その障害

i 等級は何級になるか、またその根拠を

具体的に明示しているか





NO.11 主治医等への症状照会圃意見書依頼
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主治医等への症状照会・意見書依頼

症状照会・意見書依頼の要点

0疾病等の業務起因性を判断するため、

発病の経過や病像、有害因子へのぱ〈露

条件と発病との因果関係について、医学

的な判断を要する場合

0障害等級の認定に当たり、

当該負傷との因果関係が必ずしも明らか

い場合や障害の程度が診断書等から

は必ずしも明らかでない場合

0事前準備

・医学的に明らかにしたい点を明確化

・問題点について誰に依頼するかを検討

O意見書等の依頼文を作成

-何を求めるか明示

圃作業内容、作業環境等の資料を提示

0主治医、専門医等に対する意見書等

の依頼

ているか

O発病の経過や病像が医学的に矛盾しない等明確に記

載されているか

、医学的な判断がなされているか

0障害等級の認定において、単一障害が障害等級に定

める障害に該当するか

O負傷と当該障害との問の因果関係が医学的に矛盾し
、か

O単一障害の障害の程度について、的確な医学的判断

がなされているか。

匂 戸 川 市 川 戸……口町一 ーら川 ，...，.":r~." ，，""'~_.'.，，"":~TI，，"."':..U>.::.:一一

個別事案における業務上外等の判断

一一…品川巾ユ
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留意点とポイシト

平成3年3月19日付け基発第

157号

mdiPシト
O意見書等の依頼に際して、主治医や専門

医に対して労災保険制度の趣旨、目的、業務

上外の基本的な考え方、認定基準等につい

て予め説明を行い理解を得ること。

0意見書作成の時期を明示するとともに、期

限内に提出いただくよう、協力を求めること。

留意患とポイント
O作業環壇や有害因子へのぱく露等の把握が不

十分で、世断白根拠に具体性を先いている、ある

いは症状等について、E学的に確立した知見に基
づかず、単なる主観的な意見の記述にとどまってい
る塙合等、当該意見書等を直ちに採用することが

困難と判断される塙合については、曲目尊門医等
に意見を徴する必要がある.

0主治医や専門医等から徴した担散の意且害等

; において、その診断及び結論に祖遣が見られる塙
合については、作業環壇、悔病名、症状経過、障害

? 田部位及びその程度に基づき、吾当であると考え
られる意見書等を採用することとなり、局医等由意
見を踏まえた判断を行う必要がある.





NO.12 審査請求首再審査制度の概要、手続について
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s 
j都道府県労働局・労働基準監督 ; 
え…"""，吋一……m…"':""~~--''''判…叩叩問一……… j

i 
支給又は不支給の決定(原処分)

請求人等(保険給付請求)

"':.・I.:e::. 1-・ 1 ，_l..R~、?

留意rEまと羽毛 ~r;;T..F' 
0原処分の決定から60目以内に審査請求を行わなければ
ならない
0意見書の記載方法については平成22年9月28日付け基
発田28第3号「労災保険審査請求事務取扱手引の一部改正

:についてJ由意見書の作成要領を参照すること
0提出された意見書については、審査官から請求人等に対
して開示を行う(平成22年9月28日付け基発回目第3号「労
災保険審査請求事務取扱手引の一部改正についてJ参照)

i 審査請求 ! 

L竺竺竺?二一竺空)
0審査官に対して意見書を提出

0審査官が監督署長の決定内容を調

査

・原処分が違法・不当であると認めら

れる場合【取消】

・原処分が違法・不当でないと認めら

れる場合【棄却】

、
一

山一少

砂

仁三五三
0審査会に対して意見書を提出

0審査会からの質問に対する回答

0審査会の委員が監督署長の決定内

容を調査

原処分が違法・不当であると認めら

れる場合【取消】

原処分が違法・不当でないと認めら

れる場合【棄却】

「一

定

i決裁
iii'恵原認可RqJト
0審査会の裁決から6か月以内に訴訟の提起を行わな

ければならない

0審査請求・再審査請求を経た後でなければ、訴訟を提

起できない。(前置主義)(労災保険法第40条)

O再審査請求をした日から3か月を経通しても裁決がな

いときは、裁決を経ないで訴訟を提起できる

ん九品 W 町九

地方裁判所
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決

留意患とポイシト
0審査官の決定から60日以内に再審査請求を行わな

ければならない

0審査請求をした日から3か月を経過しても決定がない

ときは、決定を経ないで再審査請求ができる

0意見書の記載方法については平成22年9月28日付

け基発0928第3号「労災保険審査請求事務取扱手引の

一部改正について」の意見書の作成要領を参照すること

取
消
の
決
定
・
裁
決
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、

監
督
署
長
は
原
処
分
を
取
り
消
し
て
新
た
な
処
分
の
決
定
を
行
う
こ
と
と
な
る
。





No.13 社会復帰促進等事業(抄)の概要等
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u) 

| 社会復帰促進等事業(抄)制限等 ] 

O 治ゆになる場合に留意

1 アフターケア制度

(1 ) 目的

症状固定後の後遺症状の緩和、後遺

障害に伴う疾病の発症や再発の防止

(2) 対象

せき髄損傷等20傷病のうち、一定の

要件を満たす者

2 義股等補装具費支給制度

(1 ) 目的

社会復帰の促進のため、義肢等

補装具の購入の費用を支給

(2) 対象

両下肢の高度の麻癖等の障害の

うち、一定の要件を満たす者

アフターケアの留意点
①健康管理手帳の交付は労働

局へ申請
②対象者には、障害等級のみで

判断できる者と医師の判断が必

要な者がいる。
③傷病により処置の内容、更新

の可否、更新の手続等が異なる。

義股等補装具費の留意点
①対象者には、支給基準のみなら

ず医師の判断により認められる者

がいる。
②基準外支給の制度があり、支給
要件を満たさない者にも支給でき
る可能性がある(要本省協議)。

③自己負担により所定のものより
よいものを入手することができる。

1 



CJl 
.t. 

O 被災労働者が死亡した場合、重度の障害
が残った場合、重篤な傷病で療養する場合
に留意

【労災就学等援護費】

(1 ) 目的

労災遺家族の援護等

(2) 対象

以下のうち、一定の要件を満たす者

①遺族(補償)年金受給権者

②障害(補償)年金受給権者(1......3級

に限る。)

③傷病(補償)年金受給権者

(3) 支給対象となる学校等

ア労災就学援護費

小学校、中学校、高等学校、大学、

大学院等

イ労災就労保育援護費

保育所、幼稚園等

労災就学等援護費の留意点

①労災就学等援護費の申請
書は、入力できるまで紙の台

帳により管理する。

②給付基礎日額が高額の場
合には支給できない。

③定期報告時には、在学証明

書等の必要な書類を提出させ
た上、必要に応じて、変更決

定等を行う必要がある。

④進学による援護費の変更は、
職権で行うものであり、手続の

漏れ等の責任は、行政にある。

z 



アフターケア制度の概要

【対象傷病】

①せき髄損傷

②頭頭部外傷症候群等(頭頚部外傷症候群、頭肩腕障害、腰痛)

③原路系障害

④慢性肝炎

⑤白内障等の眼疾患

⑥振動障害

⑦大腿骨頭部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折

⑧人工関節圃人工骨頭置換

⑨慢性化膿性骨髄炎

⑩虚血性心疾患等

⑪原路系腫嬉

⑫脳の器質性障害

⑬外傷による末梢神経損傷，

⑭ 熱 傷

⑮サリン中毒

⑩精神障害

⑪循環器障害

⑩呼吸機能障害

⑬消化器障害

⑩炭鉱災害による一酸化炭素中毒
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【更新時の手続】

1 更新が認められる傷病
(1 )医師の診断書が必要ない傷病

ア類型
アフターケアの実施期間に限度がない傷病
(せき髄損傷、人工関節・人工骨頭置換、虚血性心疾患等

(ペースメーカー等を植え込んだ者)、循環器障害(人工弁文は人
工血管に置換した者)、炭鉱災害による一酸化炭素中毒)

イ更新後の手帳の有効期間
5年

(2) 医師の診断書が必要な傷病

ア類型
原則としてアフターケアの実施期間に限度がある傷病

(尿路系障害、慢性肝炎、白内障等、振動障害、大腿骨頚部骨折
及び股関節脱臼圃脱臼骨折、慢性化膿性骨髄炎、虚血性疾患等
(ペースメーカー等を植え込んだ以外の者)、尿路系腫傷、脳の
器質性障害、外傷による末梢神経損傷、熱傷、サリン中毒、精神
障害、循環器障害(心臓弁を損傷した者及び心膜の病変を残す
者)、呼吸機能障害、消化器障害

イ更新後の手帳の有効期間
1年

2 更新が認められない傷病
頭頚部外傷症候群等(頭頭部外傷症候群、頚肩腕障害、腰痛)

6
 

5
 



義肢等補装具支給制度の概要

【支給種目】

① 義眼

①-2 筋電電動義手

② 上服装具及び下股装具

③ 体幹装具

④ 座位保持装置

⑤ 盲人安全つえ

⑥ 義眼

⑦ 眼鏡(コンタクトレンズを含む)

⑧ 点字器

⑨ 補聴器

⑩ 人工喉頭

⑪ 車いす

⑫ 電動車いす

⑬ 歩行車

⑭ 収尿器

⑮ ストマ用装具

⑮ 歩行補助つえ

⑪ かつら

⑩ 涜腸器付排便剤

⑮ 床ずれ防止用敷きふとん

⑮ 介助用リフター

⑪ フローテーションパット(車いす・電動車いす用)

⑫ ギヤツチベッド

⑫ 重度障害者用意思伝達装置
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【支給・修理の手続】

1 申請

「義肢等支給・修理申請書Jを労働局に提出。

介助用リフターの支給申請に当たっては、「介護人等の状

況報告書」の添付が必要

2 症状照会(一部の種目のみ)

特定の支給種目を希望する者の身体障害の状態の程度

及び当該障害の状態に応じた義肢等補装具の必要性を半iJ

断するため、医療機関に症状照会を行う。

筋電電動義手の申請に当たっては、医療機関による装着

訓練・的合板手が必要。

3 承認

;申請者が支給基準又は修理基準を満たす場合、「義肢等

;支給・修理承認決定通知書」を交付 ; 

4 採型指導(一部の種目のみ)

特定の種目について、承認を行った場合、義股採型指導

i 医に対して採型指導依頼書による採型指導を依頼。指導

:医は義眼補装具制作者に対して、採型結果に基づく指導

を実施

5 旅費

義肢、上肢装具等の採型若しくは装着のために旅行する

者等に対して旅費を支給

旅費は、最も経済的な経路及び方法により旅行した場合の

旅費により計算し、必要と認められる限り、回数の制限は

付さない
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労災就学等援護費の概要

1 支給要件
(1 )労災就学援護費

ア学資等の支弁が困難である在学者等であることであって、以下
の要件を満たす学資等の支弁が困難である者等
①遺族(補償)給付を受ける権利を有する在学者
②遺族(補償)年金受給権者のうち、労働者の死亡の当時
その収入によって生計を維持していた当該労働者の子で現
に在学者等であるものと生計を同じくしている者

③障害(補償)年金を受ける者(障害等級第1級~第3級に
限る。以下「障害補償年金受給権者」という。)である在学者

等
④障害(補償)年金受給権者のうち、在学者である子と生計
を同じくしている者

⑤傷病(補償)年金受給権者(せき髄損傷等傷病の程度が
特に重篤な者に限る。)のうち、在学者である子と生計を閉
じくしている者

イ一定の教育機関に在学していること
①学校教育法第1条に定める学校(幼稚園等を除く。)
②同法 第82条の21こ定める専修学校(一定の要件を満たす

ものに限る。)

③その他

ウ請求人の要件

以下のいずれにも該当しない者であること
①給付基礎日額が16000円を超える場合
②損害賠償金等の所得が6000万円を超える場合
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(2) 労災就労保育援護費

ア以下の要件を満たす保育に係る費用の援護の必要が

ある者等
①遺族(補償)年金受給権者のうち、保育を必要とする未就学
の児童(r要保育児」という。)であり、かつ、当該要保育児と生
計を同じくしている者の就労のため保育所、保育所、幼稚園等
に預けられている者

②遺族(補償)年金受給権者のうち、労働者の死亡の当時その
その収入によって生計を維持していた要保育児である当該労
働者の子と生計を同じくしている者であり、かつ、就労のため
保育所、幼稚園等に預けている者

③障害(補償)年金受給権者のうち、要保育児であり、かつ、当
該受給権者と生計を同じくしている者の就労のため保育所、幼
稚園等に預けられている者

④障害(補償)年金受給権者のうち、要保育児たる当該受給権
者と生計を同じくしている者の就労のため、保育所、幼稚園等
に預けている者文は要保育児たる当該受給権者の子と生計を
同じくしており、かつ、就労のため当該要保育児を就労のため
保育所、幼稚園等に預けられている者

⑤傷病補償年金受給権者のうち、要保育児たる当該受給権者
の子と生計を同じくしており、かつ、当該要保育児を当該保育
児を当該受給権者と生計を同じくしている者の就労のため保
育所、幼稚園等に預けている者

イ対象となる施設等
児童福祉法第39条に規定する保育所、学校教育法第77条に規

定する幼稚園のほか、私設の託児施設等が含まれる。

ウ請求人の要件
労災就学援護費と閉じ。
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NO.14費用徴収について
3 
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労災保険法第31条第1項に基づく費用徴収について
r叩問問叩翻田明町叩明問問抽酬一四叩四間叩師四叩吋

費用徴収に係る判断要件の確認

01号事案事業主の故意又は重過失の認定

-故意の場合監督署等により保険関係成立居の

提出ほか所定の手続をとるよう指導を受けていた

にもかかわらず10日以内に当該届けを提出して

いなかった場合

-重過失の場合上記指導又は加入勧奨を受けて

いない場合で、保険関係が成立した日から1年以

上を経過してなお保険関係成立届を提出しない場

合

02号事案一般保険料を督促状の指定期限内に

納付しない場合

03号事案事業主の故意又は重大な過失を認定

するに当たり、法令に危害防止のための直接的か

っ具体的な措置が規定されている場合に当該規

定に明白に違反したため、事故を発生させたと認

められる場合等

費用徴収に該当するか否かの判断

【暑における事務処理】

0法第31条第1):頁各号に該当する可能性の

について、保険給付を行った場合、

、漏れなく局へ報告

【局における事務処理】

0各号に定める要件を満たすか否かを確認

1号事実:指導、加入勧奨の実施の有無、保

険関係成立日から1年以上経過しているか否

か

2号事実:督促状の指定期限を越えてもなお

保険料を納付していない状況か否か

ー法令に定める危害防止のための規

定に明白に違反したと言えるか

徴収金の算定等(復命書の作成)

0関係資料の取りまとめ

0徴収金の価額の算定(滞納率の算定等を

含む)

0調査復命書の作成

。決裁等の事務処理の実施

徴収決定置納入告知

留意点とポイント

o 1号事案

以下のいずれかの要件に該当する場合に

限り、故意と判断する。

①局、署、所から保険手続に関する指導存

直盗塁l土ζにもかかわらず、 10日以内に保

険関係成立届を提出していない場合

②都道府県労保連等から保険関係成立居

の提出のほか所定の手続をとるよう勧奨を

受けたにもかかわらず、 10日以内に保険関

係成立居を提出していない場合

したがって、単に過去に労災保険に加入して

いたという事宴のみでは故意に該当しない。

02号事案にあっては、概算保険料の延納が認

められている場合、指定納付期限がそれ以外の

場合と異なることに留意するとともに、国税通則

法による納付猶予等の場合には普用徴収の対

象とならない」とに留意すること。

03号事案にあっては、死亡重大災害であり、司

法処分を行ったものが対象となることに留意す

ること。特に法令に定める危害防止のための規

定に明白に違反したものが費用徴収の対象とな

ることに留意し、一定の予防措置字講じていたも

の等は費用徴収の対象とならないことに留意す

ること。

田園柵叩柵凶

O 署の業務

費用徴収に当たる可能性のある事案の漏れ

のない把握と漏れのない局への報告。

当たる可能性のある例

①未加入中の災害に係る請求

②滞納中の災害に係る請求

当たらない伊l
①死亡重大災害であるが、法違反のないこ

とが明らかなもの

O 基準法の災害補償の価額を超える場合は、

当諺災害補i富の11額をもって費用徴収することに

なるが、実際上lま1号事案の故意の場合に盟られ

金ことに、留意。

一一一←一一一一一一ー-
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実地訓練用復命書
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調査結果復命書作成の留意点
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1 調査結果復命書の適正な作成

(1)調査結果復命書の意義

調査結果復命書(以下「復命書Jという。)とは、労災保険給付の請求等の支給決

定等の事務に当たり、調査官が①請求書の記載内容についての確認調査、②関係事業

場、医療機関等に対する実地調査、③請求人、事業主、同僚労働者、現認、者等からの

事情聴取、④主治医、労災医員等に対する症状調査照会等を行った場合、又は調査の

最終段階において、その結果を取りまとめ、署長に報告するための文書である。

調査の最終段階においてその結果をとりまとめる復命書については、以下に示すと

ころにより適正に作成すること。

(2)復命書作成の基本的な考え方

署長が的障な保隣合付の決定等を行うためには、その決定等の基礎となる復命書に

決定に必要で正確な情報を理由と根拠を示して記載する必要があり、かつ、それで足

りる。

労災保険給付に関する決定を念頭に置くと、当該決定も行政処分であり、行政処分

である以上、法令・通達等に定めた要件を満たした場合に、法令に定められた効果が

生じるという関係にあるから、保険給付に関する決定に関する法律等に定めた要件を

満たしているかどうかを要件ごとに、理由と根拠を明示しつつ、調査結果を明らかに

す7る必要がある。

このため、以下の事項を明記すること。

①調査すべき要件の概要

②各要件に係る調査結果

③上言己②の結果に基づく結論等

(3)調査すべき要件の概要

この項目では、結論を出すために必要な調査に係る各要件の概要を記載すること。

この場合、認定基準が定められている傷病であれば、当該認定基準の概要を示し、

どのような調査結果になった場合に、支給決定等を行うのかを明示すること。

なお、請求人が認定基準に定められていない事項について、保険給付の要否等につ

いての判断において考慮すべきであると主張している場合には、その主張の概要を記

載すること。
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(4)各要件に係る調査結果

この項目では、各要件に係る調査結果を明示すること。

この場合、まず、結論である要件の充足の有無の判断を先に書き、次にその根拠と

なる事実認定を根拠ととともに記載すること。

また、以下に留意して記載すること。

①要件の充足の有無の判断

全体としての結論のみを記載するのではなく、要件ごとに調査結果に基づいて、

当該要件を充足しているか否かの判断を記載すること。

なお、請求人が認定基準に定められていない事項について、保険給付の要否等

についての判断において考慮すべきであると主張している場合には、当該事項に

ついても該当の有無を記載すること。

②事実認定と根拠

下記 (6)の①以下に留意して事実認定とその根拠を記載すること。

(5 )結論としての処理方針(案)を明示

法令・通達に定める支給要件ごとの充足の有無の判断をもとに、結論として支給

決定するのか、不支給決定するのか等の処理方針(案)を記載すること。

(6 )復命書作成に当たっての留意事項(内容についての総論)

①合理的な推定に基づく事実認定

事実認定は、できる限り鶴見的な資料を収集した上で、始業前の準備作業や休

憩時間における労働の実態等供述によらなければ、確定しがたいものがあること

に留意し、関係者の供述や同業他社等の実態を踏まえて、合理的な事実認定を行

い、その結果を記載すること。

② 関係者の供述の取扱い

関係者の供述は、支給要件等の具備等の有無を判断する上で必要なものに限り、

簡潔にその要点を摘示し、関係者の供述が異なっていた場合には、必ず一方の供

述を採用する理由を記載すること。

また、聴取書の内容と調査結果復命書の内容が整合性を有しているか、必ず確

認し、追加の聴き取り等必要な対応を行うこと。

③ 医在の取扱い
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医証については、その要点を正確に引用するとともに、業務上等について見解

が異なっている場合には、必ず一方の医証を採用する根拠を明らかにすること。

なお、医証に用いられている専門用語は、医師等に確認することにより、その意

味等を明らかにしておき、監腎署長等の決裁権者が正しく理解できるようにしてお

くこと。

@法令・通達に定める原則と異なる取扱いを行う場合には、その取扱いを行う根拠

を特に明らかにしておくこと。

認定基準を満たすものは、業務上の傷病との推定が働くものであるが、認定基準

を満たさないものは、当該推定は働かないから、法令・通達に定める原則と異なる

取扱いを行う場合、例えば、通達に示す有害業務従事期間を満たしていないが、ば

く露の程度等から原則と異なる取扱いを行うときには、実際の従事期間、ばく露の

程度を定量的・具体的に記載した上で、専門医の医証を踏まえ、法令・通達等に定

める原則と同様に取り扱うのが妥当であることを詳細に記載すること。

また、認定基準を満たすものは、業務上の傷病との推定が働くことから、請求人

の症状は私病たる類似疾病に由来しているとして、業務外とするときには、当該推

定を覆すに足る事実を、専門医の医証のポイントとともに、詳細に記載すること。

2 障害(補償)給付に係る調査結果復命書

障害(補償)給付に係る調査結果復命書作成上の留意事項の基本は、上言己イのとおり

であるが、障害(補償)給付に係る調査結果復命書の作成に当たって、特に留意すべき

事項は以下のとおりである。

(1)残存する単一障害の部位・系列

労災則第 14条第3項は、第 13級以上の身体障害が2以上あるときは、 l紙繰り上

げる障害等級とする等を規定していることから、単一障害の把握漏れは、基本的に障

害等級認定の誤りをもたらすこととなる。

したがって、調査結果復命書には、残った単一障害とその系列を漏れなく明記する

こと。

この場合、調蕊結果復命書に漏れなく単一障害が記載されている村監認することが

できるよう、障害(補償)給付請求書裏面の診断書の写しを調査結果復命書に添付す
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ること。

(2)単一障害の障害等級とその根拠

障害認定の誤りは、把握した単一障害の評価を誤ることによっても生じることが

少なくない。

そこで、単一障害の障害等級については、単に等級を記載するのではなく、何故

ある等級と認定したのか、その根拠を記載すること。

この場合、単に「関節の機能に障害を残すもの」に当たるからと記載するにとど

まらず、その評価が妥当か検証できる情報を記載すること。

すなわち、主要運動及び参考運動に係る関節可動域の測定結果、当該測定の自

動・他動の別、可動域制限の原因、測定者(主治医、労災医員、職員等)等を記載

すること。

(3 )障害等級決定の過程

障害等級の決定の誤りは、身体障害が2以上ある場合、単一障害の評価が適正

であっても、①繰り上げるべき場合に重い方の障害等級で決定する(又はその反

対に重い方の障害等級で決定すべき場合に繰り上げて障害等級を決定)、②序列を

考慮すべきでない場合に序列を考慮して障害等級を決定する(又はその反対に序

列を考慮すべき場合に序列を考慮せず障害等級を決定する)、③併合を 2回以上行

うこと等によって、生じる。

したがって、身体障害が2以上ある場合には、単に結論として準用第O級、併

合第O級と記載するのではなく、どのようにして障害等級を決定したのか、その

過程を明記すること。

なお、序列を考慮するに当たり、障害等級認定基準等の局長通達で定める準用

等級をもって考慮、しているものが散見されるが、序列は障害等級表で定められた

等級主の比較で行うものであるので、留意すること。
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NO.1 通勤災害に関する請求事案の通勤上外の判断
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調査結果復命書

:(①|:|①|:|@ 』rtlGI係 0月 O日

署長判決指示事項
調査官四謹言255E ののの ⑪ 

1.調査官意見のとおり決定する。 調査年月日|平成 O年 O月 0日~平成 O年 O月 O日

2.下記事由により再調査を要する。 |請求人の自宅からの移動が「通勤」に当たるか否か、また、

調|請求人の災害が通勤によるものか否かを明らかにするため、

査|①当該移動が就業に関して行われたか、②当該移動が住居と
|就業の場所の移動であるか、③当該移動が合理的経路及び方

自|法により行われたか、④災害が逸脱又は中断中に行われたも

的 I~よ222L17Iこ災害と当該移動との相当因果関係の有無

|代表者名 10 0 0 0 0 名称 100株式会社

事
1i'000 

所在地|
業 I/./11-L-"'1.!.:I I000000000000000000000000 lliOOO (000) 0000 

場 I労働保険番号 ¥00000000000000¥業種 1金属製品製造業又は金属加工業

労働者数|男名女名合計 名|

被』氏名 0000 男③|生年月日 IMoT(}OO年 O月 O日 (00才)

1i'00υ 
住所|災

労
働
者

|000000000000000000000000 lliOOO (000) 0000 

職種¥ c@・日雇〕願受付事務 |所定労働時間| 週00時間 l日 0時間

雇入年月日| 昭和00年 O月 O日 |被災年月日|平成 O年 3月 25日

請求種別ト蟻備陣遺族葬祭介護(受付年月日|平成 年 月 日

|請求人l土自転車で通勤途中転倒し、右手小指末節骨骨折と診断され加療を続けているため療養給付の請

誇 l求に及んだものである。

求

の

概

要|

調| 請求人の災害l立、通常と閉じ時間に自宅を出発後、自宅と会社との問を自転車で通常用いる経路上で、

査|当該移動をしている最中に、道路上のくぼみに車輪が挟まったことによる転倒により生じたものであ

の|る。

結| 災害当日は、就業が予定されており、出発時間も通常と変わらないことから、就業関連性が認められ

果|ること。通勤経路及び方法も、合理的な経路及び方法と認められる。合理的な経路を会社に向かってい

る最中に生じたので、逸脱・中断は認められない。

以上のことから、当該通勤中の負傷は労災保険法第 7条第 1項第 2号の通勤災害に該当するので、本

件請求については支給決定すべきものと考える。
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調査記録

1 調査内容

(1)ο 当日の通勤の概要

① 移動を開始した場所
② 自宅又は会社でない場合の特段の理由

③移動の開始時間

④ 通常の開始時間と異なる場合の特段の理由

(2 ) 当日の就労義務の有無

① 有・無

(3 ) 始業・終業時間

① 始業時間

②終業時間

(4 ) 経路・方法

①通常の経路との同一性

② 通常の経路の合理性

③ 通常の経路と異なる場合の特段の理由

④ 他の経路と比較しての合理性(所要時間・方法)

⑤ 公共交通文は徒歩による移動か。

調査内容

⑤ 自動車又は自転車の場合、飲酒した後のものでないか。飲酒の程度はどうか。

(5 ) 災害発生場所及び時間

① 合理的経路上か否か

② 中断に当たるか苔か

③逸脱中断した後でないか。
④逸脱中断した場合、日常生活上必要な行為か

( 6) 災害の通勤起因性

① 自己の故意によるものでないか。
② 私怨文は自招行為等の他人の故意によるものではないか。

(7) その{也

2 調査結果のまとめ

以下の要件に全てあてはまるか検証する。

( 1) 就業関連性

有り・無し

E里由(

( 2)住居に当たる

はい・いいえ

理由(

(3 )就業の場所に当たる

はい・いいえ

理由(

(4 )合理的な経路に当たる

はい・いいえ

理由(
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(5 )合理的な手段に当たる

はい・いいえ

理由(

(6 )逸脱・中断に当たる

はい・いいえ

理由(

(7)業務の性質を有するものに当たる

はい・いいえ

理由(

(8 )小括

通勤に当たる

はい・いいえ

理由(

(9 )通勤起因性の有無

有り・無し

理由(

3 調査官意見

通勤災害の認定については、昭和48年11月22日付け基発第644号の別紙「通勤災害の範囲について」に

示されている。当該基準に基づいて判断すると、請求人は被災当日自宅から通勤経路上を自転車で走行中

転倒し、負傷したものであり、会社届出のものとは経路、方法共に違うが、合理的な経路及び方法であり、

特に逸脱、中断は認められず、災害発生時刻及び場所からも、当日は住居と就業の場所とを結ぶ合理的な

経路を合理的な方法で通勤していた途中で負傷したものと認められ、労災保険法第7条第 1項第 Z号の通

勤による負傷であると思料する。
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【ポイント】

(1)就業関連性

移動行為が業務に就くため又は業務を終えたことにより行われるものであること。
ポイントは、始業・終業時間と移動の開始が時間的に接着しているものであるか石かである。

このため、移動の開始時間と始業・終業の時間を調査することは不可欠である。

個別事案として、終業後2時間5分経過した後の住居への移動は、就業関連性があるとは認められな

かった例がある。

なお、やむを得ない事情により通常よりも早く、あるいは遅く移動を開始せざるを得なかったのか

調査すること。

( 2) 合理的な経路

当該移動に一般に労働者が用いるものと認められる経路であること。

通常利用することが考えられる経路が 2-:---3ある場合は、その経路はいずれも合理的な経路となる。

したがって、定期券に表示されているもの、会社に届け出ている経路以外のものであっても合理的

な経路となる。

結局のところ、特段の合理的な理由もなく、①遠回りしている場合、②住居文は就業の場所と反対

方向の経路の場合、@鉄道用のトンネル等危険な場合は、合理的な経路と言えないことになるn

したがって、①通常の経路と比較しての距離、所要時間、②目的の場所との位置関係、@当該経路

の危険性等を調査する必要がある。

また、道路工事、デモ行進等の交通事情により迂回する場合、マイカ一通勤者が車庫を経由する場

合等の特段の合理的な理由があれば、本来合理的な経路と認められない場合でも合理的経路と認めら

れる場合があるので、合理的な理由の有無・内容を調査すること。

なお、他に子供を監護する者がし、ない共稼ぎ労働者が託児所、親戚等にあずけるためにとる経路も

合理的経路と認められるので、この点も確認すること。

(3 ) 合理的な方法

当該移動に一般に労働者が用いるものと認められる手段であることをいう。公共交通機関、自動車、

自転車又は徒歩による移動は、基本的に合理的な方法となる。
なお、自動車又は自転車の場合、泥酔して運転する場合には、合理的な方法とは言えないことにな

る。

したがって、特に夜間の事故の場合、飲酒運転の有無及び程度を確認すること。この場合、救急搬

送記録、診療録等によりできる限り客観的に飲酒量、血中アルコール濃度等を確認しておくこと。

(4 ) 住居

労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の望亙で、木人の就業のための拠点となってし、

ること。

通常は、自宅がこれに相当するが、就業の必要性により、家族の住む場所とは別に就業の場所近く

にアパートを借りていたり、下宿をしているような場合は、そこが住居となる。

住居以外の場所から移動が開始されても通勤とは言えないことから、自宅等以外の場合には、合理

的な理由の有無を確認することn

合理的な理由とは、長時間の残業や早出出勤及び新規赴任や転勤(平成3年 2月 1日付基発第 75
号)、台風などの自然現象等の不可抗力的な事情であり、個人の趣味等によりホテル等に宿泊した場合

には蛍たらない。

(5 ) 就業の場所

業務を開始し、又は終了する場所であること n 本来の業務を行う場所のほか、物品を得意先に届け

てその届け先から直接帰宅する場合の物品の届け先、全員参加で出勤扱いとなる会社主催の運動会の

会場等がこれに当たる。

なお、会社の場合、通常「門」の内側が就業の場所であり、門に到達したところで、住居からの通

勤が終了し、門を出たところで住居今の通勤が開始する。

通勤が終了した後又は通勤が開始される前は、業務災害に当たるか否かが問題となり、通勤災害は

問題とならない。
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したがって、請求人が移動開始後すぐに負傷したと申し立てた場合には、災害発生場所を詳細に確

認し、業務災害か通勤災害に当たるかを確認すること。

※ 外勤業務に従事する労働者で、特定区域を担当し、区域内にある数カ所の用務先を受け持って

自宅との間を往復している場合には、自宅をでてから最初の用務先が業務開始の場所であり、最

後の用務先が業務終了の場所と認められる。

( 6) 業務の性質を有するものを除く

当該往復行為が業務と解されるものでないことであり、この場合には通勤災害ではなく、業務災害

として取り扱われることになる。

※業務災害と解される往復行為とは、事業主の提供する専用交通機関を利用してする通勤、突発的

事故等による緊急用務のため、休日又は休暇中に呼び出しを受け予定外に緊急出動する場合等をいう。

(7) 逸脱、中断

逸脱とは、通勤の途中において就業又は通勤とは関係のない目的で合理的な経路をそれることをい

い、中断とは、通勤の経路上において通勤とは関係のない行為を行うことをいす。

逸脱、中断をすると、その後の災害は、原則として通勤災害とはならないの

したがって、災害が合理的な経路上で生じたか、合理的な経路上であっても、通勤とは関係のな

い行為を行っているときに生じたものか確認すること。

また、合理的な経路に復した後であっても、日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な

行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものでない場合には、通勤災害には当たらな

じρ

そこで、当該逸脱・中断が日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得な
い事由により行うための最小限度の色のである場合に当たるか杏かを確認するこど。

なお、通達に定める「ささいな行為」は、一見逸脱・中断に当たるように思えるが、逸脱・中断

には当たらないとされているので、軽微な経路からのそれ等が、ささいな行為に当たるか否か等も確

認すること。

( 8 ) 通勤起因性

「通勤による」とは、傷病と通勤との聞に相当因果関係が認められることであり、通勤に通常伴う

危険が具体化したものであること。

自殺の場合や、みずから怨恨をもってけんかをしかけて負傷した場合は含まれないが、特段の私的

怨艮もない者から暴行を受けた場合には、通勤によるものと推定される。

したがって、自己の故意によるものでないか、また、他人の故意(私怨又は自招行為)によるもの

でないか、確認すること。
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NO.2 労働者性の判断
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函司
調査結果復命書

署

長

謀 |給係 fif-調 1 係

官長|

l調査官|口労働基準監督官
|口労働事務官 のの のの 印

|調査年月日|平成 O年 O月 O日~平成 O年 O月 O日

00ピル建築工事現場において被災した00から、請負で

はなく労働者として作業に従事していたとして請求があっ

たので、請求人の労働者性の有無を確認するため、使用従属

性の有無等について調査を行ったものo

lt 年 O月 O日長

1.調査官意見のとおり決定する。

2 下記事由により再調査を要する。

調

査

目

的

現場の名称 100ピノレ建築工事
E

単独有期・有期一括・その他 |労保番号|係関険保
建

築

工

事

現

場

等

|〒000
現場の所在地 l

誇負の状況

EL 00  (000) 0000 

元請け (00建設)→ 一次下請け (00紐)→ 請求人

一次下誇の住 l干000

所
も 00(000) 0000 

氏名 10 0 0 0 0 ⑧ 女|生年月日 IMoT・s0年 O月 O日( 0才)

;||〒000住所
0000000000 ThL 00 (000) 0000 

職 種 I[常用・日雇1 所定労働時間| 週 0時間 1日 0時間

雇入年月日 1 年 月 日 1被災年月日 o年 O月 O日

請求制rJI療養休業時遺族葬祭 介 護 ( 受 付 年 月 日 | 平 成 O年 O月 O日

00ピル建築工事現場において被災した00から、請負ではなく労働者として作業に従事していたと

請|して、。。給付及び00給付の請求が平成O年O月O日あったもの。

求

概

要

調| 請求人は、一次下請けの監督の指示の下、一次下請けの労働者とともに作業を行っている等一次下請

査|けの指揮監督の下の労働であると認められること、また、出勤した日数に応じて報酬が支払われている

の|等報酬の労務対償性が認められることから、使用従属性が認められるので、労働者として取り扱うこと

結|が適当である。

果
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調査記録 調査内容

1 調査内容

(1)建築工事現場の請負状況

(2 )請求人の申立等

① 仕事の依頼v 業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の有無

② 業務遂行上の指揮監督の有無

③拘束性の有無

④代替性の有無

⑤ 労働者性の判断を補強する要素等

(3 )一次下請け等の申立等

| ① 仕事の依頼、業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の有無

② 業務遂行上の指揮監督の有無

③ 拘束性の有無

④ 代替性の有無

⑤ 労働者性の判断を補強する要素等

2 調査結果のまとめ

(1)使用従属性の有無(主要判断要素)

ア指揮監督下の労働

結論:指揮監督不の労働 である・ない

① 仕事の依頼、業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の有無

有・無

(~里由:

② 業務遂行上の指揮監督の有無(1)

有・無

(理由:

③ 拘束性の有無 (2)

有‘無
(理由:

④ 代替性の有無

有・無

(理由.

イ 報酬の労務対償性 (3)

認められる・認められない

(理由

(2 )労働者性の判断を補強する要素等 (4)

ア事業主性の有無

イ 専属性の程度

ウその他
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調査記録 調査内容

3 調査官意見
請求人は、一次下請けの監督の指示の下、一次下誇けの労働者とともに作業を行っていること、一次

下請けの労働者と同様の時間的な拘束を受けていたこと、他の労働者と代替することは認められていなか

ったこと、諾否の自由は認められていなかったこと等から指揮監督の下の労働であると認められること、

また、出勤した日数に応じて報酬が支払われ、出来高により報酬が支払われていなかった等報酬の労務対

償性が認められる。

また、念のため、補強要素についてみても、請求人は独自の商号を有しており、報酬から給与所得とし

て源泉徴収されていないものの、報酬の額は概ね同種の労働者と同額であり、機械器具の負担関係や業務

遂行上の損害賠償責任を負っていなかった。

以上により、請求人は、一次下請けである00組について使用従属性が認められるので、労働者として

取り扱うこととしたい。

なお、本件については、監督担当部署も同意見である。
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【ポイント】

(1)業務遂行上の指揮監督の有無

誇負とは「当事者の一方がある仕事を完成することを約Jする契約であり、仕事を任されて

いるか否かが重要なポイントとなる。したがって、具体的な作業についてどのような指示が

あったのか、特に労働者であることが明白な者との差異の有無、内容について詳しく調査の

上、その結果を明記すること。

(2 )拘束性の有無

拘束性が仕事の性質からくるものとして説明される場合には、必ずしも労働者性を認める

要素とはならないことから、仕事との関連や特に労働者であることが明白な者との差異の有

無、内容について詳しく調査の上、その結果を明記すること。

(3 )報酬の労務対償性

仕事の出来高との関係で報酬が払われるのか、仕事が完成すれば現場への出入りにかかわら

ず、報酬が支払われ、減額されないのか等についても調査の上、明記すること。

(4 )労働者性の判断を補強する要素等
2の(1)の主要判断基準では判断が困難な場合については、補強要素を踏まえて判断する

ことが求められることから、そのときには、特に詳しく調査の上、その結果を明記すること。
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NO.3 給付基礎日額の算定
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函*%I 
調査結果復命書

署 次 課 給 係
復命年月日

調 係

長 長 長 { 回 長 平成 O年 O月 O日

署長判決指示事項 調査官
口労働基準監督官

口労働事務官 0 0 0 0  印

1. 調査官意見のとおり決定する。
調査年月日 平成 O年 O月 O日~平成 O年 O月 O日

2 下記事由により再調査を要する。
長時間労働を原因として、脳出血を発症し死亡したとして

言周
労災請求(遺族補償年金、葬祭料)された事案。

査 調査により、発症前5ヶ月間に 1ヶ月当たり 95時間の時間

目 外労働を認めた()lIJ途復命)が、事業場から提出された賃金

台帳では、 1ヶ月当たり 20時間しか時間外労働手当が支払わ

れていない。

平均賃金は、賃金債権として確定している金額を基に算定

することから、平均賃金に算入すべき賃金の有無を調査する

もの。

事
名称 |代表者名 [0000

所在地
T 

業
000000000000 も 00(000) 0000 

労働保険番号 000000000000 業種|
場

労働者数 男00名 女00名 合計000名

も波
氏名 0000  [@・女 生年月日 M'T ・~年 O月 O日 (0才)

災 T 

考 住所 000000000000 TELOO (000) 0000 
働
者 職種 〔告宣〉日雇〕 所定労働時間 週 40時間 1日8時間

雇入年月日 l昭和 00年 O月 O日 被災年月日| 平成 O年 O月 O日

請 求 種別 療養慨.~轄・資産費ヲ護・( l受付年月日[平成 年 月 日

請求
請求人の夫はトラックの長距離運転手として勤務していたが、平成 22年 3月 16日に脳出血を発症し

死亡したものであるが、請求人は、発症の原因が業務による過重負荷(長時間労働)によるものとして、
の
概 遺族補償給付(年金)と葬祭料の請求に及んだものである。
要

調 請求人の賃金のうち、時間外労働及び深夜労働に係る割増賃金について適正に算定されていなかった
査

ことから、平均賃金算定期間である 12月、 1月、 2月分の賃金には、被災者に支払われるべき賃金(債
の

結 権として確定している賃金)をそれぞれ別紙 lのとおり変更した上で平均賃金を計算し、給付基礎日額

果 を決定すべきと思料する。

-89 -



調査記録 調査内容

1 調査内容

(1)賃金の計算期間等

毎月末締め、翌月 10日支払い。

(2 )平均賃金算定事由発生日と算定期間

ア 平均賃金算定事由発生日

平成 22年 3月 16日未明に脳出血を発症し、同日、搬送先の00病院で死亡が確認されたことから、

平均賃金算定事由発生日は平成 22年 3月 16日である。

イ 平均賃金算定期間 |平均賃金州知、賃金締切日があるときは直前州 l
l切臼から起算する{労基法第 12"第z項

賃金は毎月末締め、翌月 10日支払いであることから、 |戸 一 一一一 山 ! 

① 平成 21 年 12 月分(平成 21 年 12 月 lß~同月 31 s， 31日間)

② 平成 22年 1月分(平成 22年 l月 l日~同月 31日、 31日間)

③ 平成 22年 2月分(平成 22年 2月 1日~同月 28日、 28日間)

として支払われた賃金、期間が平均賃金算定の基礎となる。

(3 )賃金(手当)の種類と被災者に支払われた金額等

ア 就業規則上の手当の種類と支給要件

①基本給:勤務年数等を考慮して、別に定める金額

②ドライパ一手当:片道 100Km以上の運転業務の場合に 2，000円

片道 200Km以上の運転業務の場合に 3，000円

宿泊を伴う運転業務の場合に 5，000円

③通勤手当・公共交通機関を使用の場合は 1ヶ月定期相当金額

自家用車通勤の場合は会社と自宅までの距離に応じて定める金額

5Km未満無し

5Km~10Km 月額 2， 000 円

101旬以上月額 3，000円

④家族手当.配偶者 15，000円

子供 l人につき 5，000円

⑤残業手当・時間外勤務 1時間につき、基本給7180X1. 25で計算した金額

⑥休日手当.日曜日に勤務した場合 1時間につき、基本給7180X1. 35で計算した金額

⑦深夜手当，午後 10時から翌午前 5時の聞に勤務した場合 1時間につき、基本給7180XO.25で計

算した金額を加算する

③賞与:毎年5月末日、 11月末日に在籍する社員に、賞与を支給する。賞与の支給日は 6月 20日、

12月 20日とし、賞与の額は業績を勘案して支給の都度決定する。

その他の手当として、慶弔見舞金、出産祝い金等臨時の賃金があるが、平均賃金には算入しない賃

金であることから省略。 | 平判均附に山叩i
抗H引iI
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イ 実際に支払われた賃金

(7) 12月分(1月 B日支払い※)※l月 10日が日曜日のため、 B日に繰り上げて支払い

①基本給:320，000円

②ドライパー手当 2，000円X25日=50，000円

③通勤手当・ 2，000円

④家族手当:15，000円+5，000円=20，000円

⑤残業手当:2，431円X20時間=48，620円

休日労働の剣m賃金は法定休日(越に 1")に労働
した場合に支弘わなければならない.
ヰド例においては、毎週H附"の休"が的保されてい

たことから、休日労働の問削筑金は不:&，t固

⑥深夜手当 0円

⑦賞与・ 700，000円
(平均賃金対象外)I 、 こ 4日ー:

①+(2) 370. 000円(割増賃金の算定基礎となる賃金LI醐触の耳目こ時制科、副知問、問居手当、@子
1 女教育手当、申住宅手当、申臨時に支払われた賃金、也1ヶ月を趨
える期間ごとに友1払われる民金については、算入しなし、 (労'1法
務 37iYi! 4項、労基則筑 11条}

(イ) 1月分 (2月 10日支払い)

①基本給:320，000円

②ドライパー手当・ 2，000円X24日=48，000円

③通勤手当:2，000円

[ 柵……こ坊訓お品bて叩lは … … まM山山…各剖制叩叩J川川阿f刊同0の…〉
不巡切切'J(文払翻が少なLい、サ}である. (労働』法s 司~.法第 3訂7l条長

④家族手当 15，000円+5，000円=20，000円

⑤残業手当 2，431円X20時間=48，620円

⑥深夜手当日円

①+② 368.000円(割増賃金の算定基礎となる賃金)

(ウ) 2月分 (3月 10日支払し、)

①基本給ー 320，000円

②ドライパ一手当 2，000円X24日=48，000円

③通勤手当・ 2，000円

④家族手当:15，000円+5，000円=20，000円

⑤残業手当:2，431円X20時間=48，620円

⑤深夜手当:0円

①+② 368.000円(割増賃金の算定基礎となる賃金)

(4 )所定労働時間と時間外労働時間

本例は、 i~ <i';o) 支払いに訓附間1t/i'適正にl;i.人されていない

ものであり、平"J町金"定の附に別m罰金を巡礼に認定する必
艇がある。
川噌賃金を旭iEにJj定するためには所定労働!呼問、所定休
日を把t討する必暖がある.
(，)のア、イは就業脱出から削をする.

ア所定労働時開始業 B 時終業 17 時休憩、時間 12 時~13 時(1時間)

イ 所定休日 土曜日、日曜日、国民の休日、夏期休暇 (8 月 13 日 ~15 日)、年末年始(12 月 30 日~

1月 3日)

ウ 時間外労働時間(各労働日の労働時間は別表※のとおり)

i) 12 月 1 日 ~12 月 31 日まで 102. 5時間

u) 1 月 1 日 ~1 月 31 日まで 98目 5 時間

ili) 2 月 1 日 ~2 月 28 日まで 88.0 時間

エ 深夜労働時間(各労働日の深夜時間は別表※のとおり)

i) 12 月 1 日 ~12 月 31 日まで 30.5 時間
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来日I)J~とは労仰.~IIi J犯掬ぶのことであるが、~，例にお

いては時一
ただし、犯州"からの他侃ではJJ ごとのヲi.í'~伽抑制杷

仰にならf川、ので、('(イ松締切"に介わせた刊り伴えが
必説。
また、深配手前を日l昨しなければいけない事実につ

いては、 1<'1'にi業復時IIfl僻(1'M10叫-̂M5咋)の時間
を記入しておくと 幼中的.



証) 1 月 1 日 ~1 月 31 日まで 28.0 時間

出) 2 月 l 日 ~2 月 28 日まで 17.5 時間

(5 )時間外及び深夜の割増賃金の算定

ア 事業場の労働時間制

協'llI'I針金を第定するためには、変形1l剛寺r~J脚曜

かを制ペる必要があるs

本例においては、変形労働時間制を採汗jしていない
パターンである.実例で変形労剛1年II¥J制が4寝泊されて
いる*~足場の場合!立、磁僻部署とト分なillil:l~の上、時
間外労働時間を撒定させること聞

週 40時間、 1日B時間の原則的な労働時間制

イ 事業場の 1ヶ月あたりの労働時間

i )年間労働日

365日ー (52日+52日+14日+1日+2日) =244日

証)年間労働時間数

244日X8時間二1，952時間

出)月間労働時間数

1952時間-7-12月=162.6時間

ウ 12 月 ~2 月の時間外割増賃金の額

i) 12月

割問賃金の算定で;1により労働時聞が異なる場合は年聞の所定労働?聞を
平均して月の所定労働11割問を算出する.(労基則第 19~ I J領4号}

小数第2位は切り扮てる. (捌噌賃金は2訓 5分以ヒの串で貯算なので、
分母にあたる月間平均労t柳時rar教の端数は切り倫てる.1

370，000円 162.6時間X1. 25=2， 844. 4円 (2，844円が 1時間あたりの害11増額)

2，844円X102. 5時間=291，旦旦Ei • I 糊馳の時において、ー時間あたりの蜘及び州賃金の時
摘の端晴は凶捻五入. (563.3.11 l，~強第 15Q 号)

証) 1月

368， 000円 162.6時間 X1. 25=2， 829.0円 (2，829円が 1時間あたりの割増額)

2，829円X98.5時間=278，656.5円 (278，盤工旦)

出)2月

368，000円 162.6時間 X1. 25=2， 829. 0円 (2，829円が 1時間あたりの割増額)

2，829円X88.0時間=包色盟主E

エ 12 月 ~2 月の深夜害11増賃金の額

i) 12月

探イ夜間刷について 木例は、時間外が長くなり深夜昨附!こ及んだものであり、当該時
間lの賃金のうち 100%翻，)と目川外の 25%分は既に U~ウで計;)椛みであることから、

深夜郎分の25%だけ計算して)ml草する.

370， 000円-7-162.6時間 XO.25=568. 9円 (569円が 1時間あたりの割増額)

569円X30.5時間=17，354.5円(立」笠旦)

証) 1月

368，000円-7-162.6時間 XO.25=565. 8円 (566円が 1時間あたりの割増賃金)

566円X28.0時間=些J笠E

ui) 2月

368，000円-7-162.6時間 XO.25=565. 8円 (566円が 1時間あたりの割増賃金)

566円X17. 5時間=主旦笠E
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(6 )各月の平均賃金の基礎となる賃金額の確定

ア 被災者に支払われるべき賃金(平均賃金に算入すべき賃金)

平均賃金に算入すべき賃金と期間は次表のとおり。

12月分 l月分 2月分 備 考

①基本給 320，000 320，000 320，000 
就業規則の別に定める金額。平成

20年 1月から当該金額。

②ドライバー手当 50，000 48，000 48，000 
就業規則どおり。舞鶴と大阪市間

(l52Km)の運転業務。

③通勤手当 2，000 2，000 2，000 自家用車による通勤(約7Km)。

④家族手当 20，000 20，000 20，000 就業規則どおり。妻、子一人。

⑤残業手当 291，510 278， 657 248，952 上記 (5)のウのとおり。

(既支払い分) (48，620) (48，620) (48，620) 
月20時間で支払われており、不

足。時間単価も計算間違い。

⑥深夜手当 17，355 15，848 9，905守

上記 (5)のエのとおり。支給実績

無し。

ぷE〉3、 言十 680，855 664，505 628，857 合計 1，974，217円

期間の日数 31日 31日 28日 合計 90日

労働日数 25日 26日 24日 合計 75日

2 調査結果のまとめ(平均賃金額、給付基礎日額)

(1) 平均賃金額
平均lN，には最低保n"制がある。(背広・法第四条1411'¥号、 2，~ナ]

平均賃金を計算すると、

(680，855円+664，505円+628，857) 7 (31日+31日+28日) =21，935.74円

となり、平均賃金の最低保障と比較すると

ア 月・週等一定の期間によって支払われた賃金(上表の①、③、④)について

(342，000円X3) 790日=11，400.00円

イ 日・時間又は出来高等によって支払われた賃金(上表の②、⑤、⑥)について

(358，865円+342，505円+306，857円) 775日X (60/100) =8，065.82円

ウ 最低補償額との比較

11， 400. 00円+8，065.82円=19，465.82円 く 21，935.74円(平均賃金額)

本1抑lにおいては、舵!除すべき(算入しなL、)J~JtnJ却がないが、業務上災帯にあって休業している J" 間帯は平副賃金の計算から搾除されるので民自"ø:. (労J品法前
12条3!J'1") 
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(2 ) 給付基礎日額 | 制…法雌他日
u般除低保M郁敵1は佼Eされるので1盟区?杭F訟悶 (録《午ド8よ刈1I r円l がg変E児 t日l とされている.労災山筋 9 粂 2~唄Î.

イ 給付基礎日額の決定

給付基礎日額の最低保証額 4， 040 円(平成 21 年 B 月 1 日~)であることから、給付基礎日額は

21，9笠E

| 制…珊叩に叩一円
災i怯込第8粂の 5.) 
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NoA特別加入制度と請求事案の判断

〆

F
h
u
 

Q
U
 





:|[:li:| 
調査結果復命書

|給係1*
調係

官長

画至]

l齢年月日

平成 O年 0月 O日

調査官lE22諸言震 のの o0 印

調査年月日|平成 O年 O月 0日~平成 O年 O月 0日

調|特別加入者である請求人の災害にかかる業務上外に関する

査|調査

目

的

|代表者名 10 0 0 0 事 t名称|有限会社 00

|〒000

業|所在地|東京都00区oo~o-o-o ill 

場|労働保険番号 1000000000000001業種|輸送用機械器具製造業

労働者数|男 O名 女 O名合 計 O名!

被 l氏名 10 0 0 0 ②女|生年月日 IMoT③00年 0月 O日 (00才)

災 干000
労|住所|
働 1I0000000000 
者 職種 [ (常用・日雇〕特別加入者

雇入年月日| 年 月 日

|所定労働時間| 週

|被災年月日|

00(000)0000 

時間 1日 E寺閑

0年 1月14日

請求問川骨骨酷遺族轍介護(受付年月日|平成 年 月 日

特別加入者の請求人が、所定労働時間に引き続いて作業中負傷した療養補償給付及び休業補償給付の請

請|求に及んだものである。

求

の

概

要

調|請求人の災害は、特別加入者としての業務遂行性が認められることから労災保険法第7条第 1項第 1号

0)[の業務災害に該当するものである。

結|よって、本件請求は支給決定すべきと考える。

果
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調査記録 調査内容

1 調査内容

(1) 特別加入者の資格の有無

①特別加入者として労働局長の承認を受けているか否か。

②承認を受けている場合であっても、中小事業主としての保険関係が消滅しているか否か。

( 2) 特別加入申請書(変更届)に記載された業務内容・所定労働時間

(3 ) 災害発生日時

①災害発生日が特別加入者として承認を受けている期間内のものか否か。

②災害発生日が当該事業場に雇用される労働者の所定労働日であったか否か。

③災害発生時間が当該事業場の所定労働時間中(申請書・変更届に記載された)であったか否か。

(4) 発生状況

①災害発生時に従事していた業務内容が上記 (2)の特別加入申請書(変更届)に記載されている業

務に該当するか否か。

②上 記 (3)で所定労働日外又は所定労働時間外であった場合、当該作業に労働者を伴っていたか否

か。

③災害発生時に従事していた業務内容が、事業主の立場において行う本来の業務に該当するか否か。

(5 ) 給付基礎日額

①承認を受けている給付基礎日額

(6 ) 支給制限事案に該当するか否か(労災保険法第34条第4項)

※業務災害のみ

①保険料滞納の有無

②故意又は重過失によって生じたものか否か

(7) 有期事業の場合、労働者性の有無

Z 調査結果のまとめ

以下の要件にあてはまるか検証する。

(1) 特別加入資格の有無

有り・無し

E理由(

(2 ) 業務遂行性の認められる範囲

当該事業場に勤務している労働者の就労状況の調査及び特別加入申請書(変更届)に記載された内

容によって、当該請求人の業務遂行性の範囲を確定する。

(3 ) 業務遂行性の有無

当該災害が上記(2)の範囲内であるか否か、昭和 40年 12月6日付け局長通達「特別加入者に係
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調査記録 調査内容

る業務上外の認定及び支給制限の取り扱いについて」の基準1=基づき判断を行う。

有り・無し

(4 )理由(

業務起因性の有無

当該傷病が業務に起因しているか否かの判断を行う。

有り・無し

理由(

(5 ) 給付基礎臼額

承認時から変更されている可能性があるため、直近の変更届若しくは年度更新申告書内訳により災

害発生時の給付基礎日額の確認を行う。

年月日付 け承認 給付基礎日額 円

(6 ) 支給制限の有無

保険料滞納 有り・無し

故意・重大な過失有り・無し

(7) 労働者性の有無

※有期事業のみ

労働者性有り・無し

3 調査官意見

請求人は、有限会社00の代表取締役として、中小事業主等として特別加入の承認を受けている者であ

り、災害発生時に従事していた作業には業務遂行性が認められること、傷病との間に業務起因性も認めら

れることから、本{牛は労災保険法第7条第 1項第 1号の業務災害に該当するものと判断される。

【ポイント】

(1) 特別加入者の資格の有無

イ 中小事業主

使用する労働者の総数が常時 300人(金融業、保険業、不動産業又は小売業については 50人、卸

売業又はサービス業にあっては 100人)以下の労働者を使用する事業主(事業主が法人その他の団体

であるときはその代表者)であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者である

こと。

※ 常時労働者を使用するとは、年間において 100日以上使用すると見込まれる場合をしづ。

ロ 中小事業主が行う事業に従事する者

労働者以外の者で事業に常態として従事する者であること。

※ 通常家族従事者が該当し、事業主が法人である場合には、代表者以外の役員のうち労働者性の

認められない者が該当する。
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( 2) 特別加入申請書(変更届)に記載された業務内容・所定労働時間

承認後に変更届が提出されている場合があるので、最初に提出されている申請書だけでなく、変更届提

出の有無を確認すること。

(3 ) 災害発生日時開災害発生状況

業務遂行性が認められるのは、以下の a~e いずれかの行為を行っている場合に被災したものであ

ること。

a 特別加入申請書別紙の業務内容欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含むものと

する。以下同じ。)内において、特別加入の申請に係る事業のためにする行為(当該行為が事業主

の立場において事業主本来の業務を除く。)及びこれに直接附帯する行為(生理的行為、反射的行

為、準備・後始末行為、必要行為、合理的行為及び緊急業務行為をいう。)を行う場合。

b 労働者の時間外労働又は休日労働に応じて就業する場合。

c a、bに接続して行われる業務(準備・後始末行為を含む。)を特別加入者のみで行う場合。

d 就業時間内における事業場施設の利用中及び事業場施設内での行動中の場合。

e 当該事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場において行う本来の業務を除く。)のために

出張する場合。

(4 ) 給付基礎日額

特別加入者は賃金を受けないため、給付基礎日額は 3， 500 円 ~20， 000 円の範囲内において、特別加

入者の希望を徴し決定することとされている。

給付基礎日額は、加入承認時における決定の後、必要に応じて改定することができるとされており、

具体的には年度更新時において申告書内訳において変更の申請がなされるため、加入時に決定した給

付基礎日額ではなく、災害発生時点の給付基礎日額を確認の上、決定することとなる。

(5 ) 支給制限事案に該当するか否か(労災保険法第 34条第4項)

保険料が滞納されている期間中に生じたとき又は事業主の故意・重大な過失によって生じたもので

あるときは、当該自己に係る保険給付の全部または一部を支給制限することができるとされているた

め、支給制限事案に該当するか否かの確認を行うこと。(労災保険法第 34条第4項)

(6 ) 有期事業の場合、労働者性の有無

建設事業に従事する者については、現場によっては労働者として認められる形態で就労している場

合があるため、請負契約の内容、報酬の内容等を確認の上、労働者性の有無について判断を行うこと。

なお、労働者性が認められる場合にあっては、特別加入の有無に関わらず、元請の保険により保険

章者イ寸を1Tうこととなる。
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NO.5治ゅの判断
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調査結果復命書
函司

署

:||:| 
給

調

官

係

係
月 日

署長判決指示事項

1.調査官意見のとおり決定する。

2. 下記事由により再調査を要する。

長

調査官TEZTZ号見 印

長

年
一
年

成
一
成

平
一
平

口
H

同
月年査調 月

月

日(被災労働者)

日(主治医)

平成 年 月 日(地方労災医員)

圭回 1傷病名00骨折等により療養開始後 3年O月を経過した被

孟|災労働者の療養の要否を確認するため、傷病の状態、治療効

|果の有無、症状安定の有無を調査したものである。

目

的

調| 被災者の傷病に対する治療効果は期待できず、症状が安定していることから現症状は、症状固定の状

0') 1態にあると判断される。

結| よって、本件は平成O年O月O日をもって症状固定(治ゆ)として認定すべきものと考える。

果
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調査記録 調査内容

1 調査内容l

(1)被災時の傷病の状態

(2 )過去の症状、治療内容等(主治医に対する照会結果等)

ア症状 (1) 

(ア)宜盗全(1 ) している・していない

(イ)畳盈遼痘 (2) ない ・ ある(傷病名:

lイ 治療内容等

(ア)治療内容

投薬(

(イ)治療の目的、薬剤の効能等 (3)

)、手術、その他(

(3 )現在の症状、治療内容等(主治医に対する照会結果等)

ア症状

(ア)宜史金(1) している・していない

(イ)畳盗塁盈 (2) ない ・ ある(傷病名

イ 治療内容等

(ア)治療内容
投薬(

(イ)治療の目的、薬剤の効能等 (3)

(4 )主治医の意見

ア 治療効果の有無

イ 症状の安定の有無

ウ 治ゅの見込み、時期

(5 )専門医の意見

ア 治療効果の有無

イ 症状の安定の有無

ウ 療養の要否、治ゅの時期等 (4)

2 調査結果のまとめ

(1)傷病の状態

骨ゆ合 している・していない

併発疾病ない ・ ある(傷病名

(2 )治療効果の有無 (5)

期待できる ・ 期待できない

(理由:

(3 )症状の安定の有無 (6)

安定している ・ 安定していない

)、手術、その他(
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調査記録 調査内容

3 調査官意見

既に請求人の骨折部の骨はゆ合はしており、化膿性骨髄炎を併発しているものの、既に慢

性化している。

また、傷病に対する治療内容は過去 1年間にわたって変化が認められず、症状経過、診療

回数等からみて、現在の症状は既に安定していると認められるとの専門医の意見である。

主治医が今後の治療方法として「慢性化膿性骨髄炎についての対処が必要である」と述べ

ている月一回程度の投薬での対処であれば、慢性化膿性骨髄炎に係るアフターケアの範囲内

であると判断される。

したがって本件災害にかかる被害者の傷病については、治療効果が認められず、症状が安

定していることから、平成O年O月O日をもって症状固定(治ゆ)と認定すべきものと考え

る。

ついては、被災者、診療期間、事業主あて別途治ゆ認定の通知を行うことといたしたい。

なお、上記のとおり、慢性化膿性骨髄炎に係るアフターケアが必要である者ことから、局

に報告することとしたい。
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【ポイント】

(1)宣虫食

骨折の場合、療養の要否の最大のポイントは、骨がゆ合している(つながった)か否

かであることから、骨ゆ合の有無を明記すること。

なお、骨がゆ合しないまま、治ゆとすることもあることに留意すること。

(2)壁量産量
骨折の場合、骨ゆ合の有無に次いで療養の要否のポイントとなるのは、併発疾病の有

無であることから、併発疾病の有無及び傷病名を明記すること。

なお、併発疾病が慢性化した場合、完治しなくても治ゆとすることもあることに留意す

ること。

(3 )治療の目的、薬剤の効能等

治療を何のために行っているのか(対症療法か)は治療効果の有無を判断するために

必要である。

また、対症療法か否かを判断するためには、治療効果が一時的なものか否かが重要な

ポイントともなるので、明記すること。

なお、骨ゆ合を漫然と待っており、かっ、療養を継続する理由が骨ゆ合していないと

する場合があるので、そのときには、調査に当たってはその点に留意し、現在の治療に

よって骨ゆ合が期待できるか特に調査を行うこと。

(4 )療養の要否、治ゅの時期

療養の要否、治ゅの見込み及びその時期について、専門医の意見を簡潔に記載するこ

と。

(5 )治療効果の有無

骨のゆ合、併発疾病について治療効果があるか簡潔にその理由を記載すること。

( 6)症状安定の有無

骨のゆ合、併発疾病について症状が安定しているか簡潔にその理由を記載すること。

106 



NO.6 再発の判断
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調査結果復命書
函'Iil'%1 

署

長

次 11|係l調

官長

調査官1224fZTE のののの 印

調査年月日|平成 O年 O月 0日~平成 O年 O月 0日

雪国|請求人は、傷病名00で加療を受け、平成O年O月O日に1台

芸いした者であ側、平成O年O月O日再発したとして請求が

|あった。

目| このため、再発として療養を要するか否かを確認するた

的|め、①旧傷病との相当因果関係の有無、②症状の悪化の有無、

③治療効果の有無を調査したもの。

|代表者名 10000

係

0月 O日長

1.調査官意見のとおり決定する。

2. 下記事由により再調査を要する。

事 ι名称

業|所在地 ITO00000000000

場|労働保闘号 1000000000000

労 働者数|男00名

TELOO (000) 0000 

… 合計思1
0月 O日 (0才)氏 名 10000

被
災 IT
労| 住 所 |
品 |1000000000000 lliOO (000) 0000 

内副⑮ 日 雇 所 定労働時間|適 時間 1日 時間

雇入年月日 1 昭和 00年 O月 O日 i被災年月日 l平成 O年 O月 O日

請求種別lcu轡障害遺族葬祭介護(受付年月日|平成 年 月 日

議求人は、現症状は、旧傷病が再発したものであるとして療養補償給付及び休業補償給付の請求に及

請!
んだものである。

求

の

概

要

調| 請求人の現症状は、旧傷病との聞に相当因果関係が認められ、治ゆ時の状態からみて明らかに症状は

ま|悪イヒ山る。また、その症状は、繍をすることによって治療効果が期待できると認められる。

結| 主って、本件請求は、支給決定すべきものと考える。

果
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調査記録

1 調査内容

(1)受傷時の傷病等

ア 災害発生の状況

イ宣車名(1)

調査内容

(2 )治ゆ時(平成O年O月O日)の症状等と障害認定の状況

ア治ゆ時の症状等

障害補償給付請求書裏面の診断書 (00病院00医師作成)

(ア)鍾盈金(1)

(イ)治ゆ年月日 平成O年O月O日

(ウ)障害の状態

イ障害認定

(ア)認定した単一障害 (2)

(イ)障害等級

ハ請求人が申し立てている症状 (3)

(ア)障害認定時

治ゆ時の症状

(イ)今回請求時

① 治ゆ時の症状

② 現在の症状

(3 )治ゆ後の症状経過等

ア治ゆ後の症状経過

イ 悪化に係る業務及び業務以外の原因に関する請求人等の申立 (4)

(4)再発に関する主治医意見

ア 治ゆ時の症状と比較しての悪化の有無、程度

イ 症状が悪化した原因 (5)

ウ 現症状に対する治療内容、目的 (6) 

エ 治療開始後の現症状の症状経過(7)

オ治ゅの見込み及びその時期等

(5 )再発に関する専門医意見

ア 現症状と旧傷病との聞の医学的な相当因果関係の有無 (8)

イ 治ゆ時の症状と比較しての悪化の有無 (9)

ウ 現症状に対する治療効果の有無 (10)
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調査記録・調査内容

2 調査結果のまとめ

( 1 )現症状と旧傷病との聞の医学的な相当因果関係の有無

有り・無し

(理由:

(2 )治ゆ時の症状と比較しての悪化の有無

有り・無し

(理由・

(3 )現症状に対する治療効果の有無

有り・無し

(理由:

3 調査宮意見

請求人の現症状については、|日傷病との聞の医学的な相当因果関係が認められ、治ゆ時の症状と比

較しての悪化している。また、現症状に対する治療効果は、治療内容と症状経過からみて明らかに認

められるとの専門医の意見である。

したがって、請求人の現症状については、旧傷病が再発したものとして認めることが適当であり、

本件請求については、支給決定することといたしたい。
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【ポイント】

(1)旧傷病の傷病名

再発は、原則として現症状が旧傷病との聞に因果関係が認められることが要件である

ことから、旧傷病の傷病名を明記すること。

なお、|日傷病自体は治ゅの状態にあるものの、治ゆ後に付随疾病が発症する場合があ

るが、旧傷病との当該付随疾病との聞に医学的な因果関係が認められるときには、当該付

随疾病は再発として取り扱われるので留意すること。

( 2)認定した単一障害

障害認定した症状の再発の場合、症状が悪化しているか否かを確認する際の重要なポイ

ントとなるので、どのような症状が残ったとして、何級と考えたのか明記すること。

( 3 )請求人が申し立てている症状

再発を申し立てている症状は、障害認定されているとは限らないことから、 1台ゆ時の

主主状と現在の症状についての請求人の申立を明記すること。

なお、請求人の申立が障害認定時の申立と整合しているか否かに留意すること。

(4 )悪化に係る業務以外の原因に関する請求人等の申立

再発は、自然経過によることが要件であり、症状の悪化が業務又は業務以外の原因に

よる場合には認められない(業務による場合には、再発ではなく新規として扱われる)か

ら、当該原因に関する請求人等の申立を明記すること。

(5 )症状が悪化した原因

上記 (4)に掲げた事由から、主治医が何故症状が悪化したと考えているのか、照会

の上、当該意見を明記すること。

(6 )現症状に対する治療内容、目的

治療を何のために行っているのか(対症療法か)は治療効果の有無を判断するために

必要である。

なお、現在は対症療法を行っている場合でも、急性増悪期にはこれと異なる治療をし

ていることがあるので、これに留意すること。

(7)治療開始後の現症状の症状経過

治療開始後に症状が一時的にではなく改善している場合には、治療効果が認められるこ

とから、受診から現在までの症状経過を明記すること。

(8 )現症状と旧傷病との間の医学的な相当因果関係の有無

請求人の申立、主治医の意見を踏まえた上で、専門医の意見を徴取の上、当該意見を

明記すること。
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(9 )治ゆ時の症状と比較しての悪化の有無

基本的に (8)と同様であるが、旧傷病が再び増悪した場合でないときであっても、

便宜再発に準じて認めることがあるので、留意すること。

例:骨折に対して髄内釘による骨接合術を行い、治ゆ後に当該髄内釘を抜去する手術を

行う場合

(10)現症状に対する治療効果の有無

基本的に (8)と同様である。
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NO.7 障害等級の認定
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調査結果復命書
戸同位

署 次 課 最古 係
復命年月日

調 係

長 長 長 官 長 平成 O年 O月 O日

署長判決指示事項 調査官
ロ労働基準監督官

ロ労働事務官 000  0 印

1.調査官意見のとおり決定する。 調査年月日 平成 O年 o月 O日~平成 O年 O月 O日

2.下記事由により再調査を要する。 請求人に残った障害の程度(障害等級)を明らかにするため、

調 ①残った障害の有無、②当該障害と当初の傷病との因果関係

査
の有無、③当該障害の部位・系列、③全体としての障害等級

に係る調査を行った。

目

的

名 称 00建設 代表者名 10 0 0 0 
事

所在地
T 

業 00市00町00丁目O番O号 官主

労働保険番号 00000000000000 業種|建設事業
場

労 働 者数 男名 女名 合計 名

氏名 000  0 ⑧・女 生年月日 M.T.③ 0年 O月 O日 (38才)

も皮
T 災 住所

労 00市000 0-0-0 T匹

働 職種 電事・日雇J土工 所定労働時間| 週 時間 1日 0時間
者

昭和 O年 O月 O日 被災年月日|平成 0年 O月 O日

請求種別療養慨@遺族・葬祭侍・( 受付年月日 1平成 O年 O月 O日

被災者は00000配水路工事現場において、階段から足を踏み外し 2メートル下の床に転落し負傷し

言青 た。

直ちに0000病院に搬送され、加療した結果、同年O月O日治ゆし、負傷部位に障害が残ったため
求 障害補償の請求に及んだものである

。コ

概

要

調 本件は、併合8級の障害として給付基礎日額 503日分の障害補償一次金を支給すべきものと思料する。

査

の

結

果
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1 調査内容

(1)受傷時の傷病等

ア 災害発生状況

イ傷病名

調査記録

(2)請求人の自訴について

( 3 )障害の状態(残存する障害と部位)

ア 診断書裏面の診断書に記載している内容

イ 受傷時の傷病と残った障害との因果関係の有無

(4)医師意見等

ア主治医の意見

イ 専門医等の意見

ウ 各関節の可動域測定結果

エ既存障害の有無」心

オ残存障害の程度

2 調査結果のまとめ

(1)残った障害

単一障害として、以下のものが認められる"-..i辺

① 右肩関節の可動域の制限

② 右手関節の可動域の制限

③ 左膝関節の可動域の制限

(2)単一障害の評価の根拠

① 右肩関節の可動域の制限

結論:関節の著しい機能障害

調査内容

理由:主要運動の lつが 1/2以下に制限されている"-....l辺

主要運動 |( 1/2以下 )に制限されている|・わずかに及ばない・制限されていない

.屈曲 測定結果 00度 (1/2以下)

外転・内転調IJ定結果 00度 (3/4以下)

② 右手関節の可動域の制限

結論.関節の機能障害

理由:主要運動は3/4以下に制限されていないおのの、わずかに及ばない状熊であり、かつ、

参考運動の 1つが 3/4以下に制限されている。 (3)

主要運動 ( 3/4以下 )に制限されている・|わずかに及ばない|・制限されていない

屈曲・伸展 測定結果 00度 (3/4以下ではない)

及ばない程度 O度(盟問 10度四か困/NO) 

参考運動

1( 3/4以下 )に制限されている|・制限されていない

とう屈 測定結果 00度 (3/4以下ではなし、)

尺屈 測定結果 00度 (3/4以下)

③ 左膝関節の可動域の制限

結論・関節の機能障害 下記の測定結果による。

主要運動 |( 3/4以下 )に制限されている|・わずかに及ばない・制限されていない

.屈曲・伸展 00度 (3/4以下に制限)

( 3 )残存する障害の系列~
① 右肩関節の著しし機能障害(系列 18) 
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② 右手関節の機能障害(系列 18) 

③ 左膝関節の機能障害(系列 30)

(4)障害等級の評価

ア準用
① 右肩関節の著しい機能障害(系列 18)第 10級の 91

「一準用 9級 一寸

② 右手関節の機能障害(系列 18) 第 12級の 6......J トー併合8級

イ併合 | 

③ 左膝関節の機能障害(系列 30)

3 調査官意見

以上のことから本件については、上記 2 (2)の①~③を併合し、障害等級第 8級に該当する障害とし

て給付基礎日額 503日分の障害補償一時金を支給すべきものと思料する。

【ポイント】

1 既存障害の有無

障害等級の評価を行うに当たって、加重の取扱いが必要か否かを判断するため、既存障害の有無を確

認する必要があるため、主治医意見書等により、既存障害の有無を明記すること。

既存障害は、①その生じた事由が業務上であると、業務外であると関わないこと、②既存の障害が業

務災害(又は通勤災害)によるものである場合には、その後の障害の程度の変更の如何を問わず、~に
障害補償のなされた等級を既存の等級とすることに留意すること

2 単一障害の把握

請求人の主訴、主治医意見書等により、単一障害を漏れなく把握し、残存障害の評価を行う必要があ

ることに留意すること。また、杷握した単一障害を漏れなく明記するとともに、各々の障害がどの障害

等級に該当するか評価すること。

なお、障害によっては、臭覚のように検査の手法が定められている弘のや高次脳機能障害のように意

見書の様式が定められているものがあるので、留意して評価すること。

3 関節可動域の測定結果等の明示

単一障害の障害等級の評価を行うに当たっては、その障害等級認定の基礎となる関節可動域の測定結

塁笠ゑ盟孟し、当該結果から、認定基準に照らし、どの障害等級に当たるか判断した理由を具体的に記

塾すること。

なお、以下の事項に注意して、測定及び評価を行うこと。

① 主要運動が複数ある場合には、主要運動のいずれか一方の可動域が鍵側の関節可動域角度の 1/2

以下又は 3/4以下に制限されているときは、関節の著しい機能障害又は機能障害と認定

② 上肢及び下肢の 3大関節については、主要運動の可動域が 1/2又は 3/4をわずかに上回る場合

に、当該関節の参考運動が 1/2以下又は 3/4以下に制限されているときは、関節の著しい機能障

害又は機能障害と認定内「わずかにj とは原則として 5度。

③ せき柱については、頚権又は胸腰椎の主要運動の可動域制限が参考可動域の 1/2をわずかに上回

る場合に、頚椎文は胸腰椎の参考運動が 1/2以下に制限されているときは、頚椎又は胸腰惟の運動

制限と認定すること。「わずかに」とはせき柱については 10度

④ 参考運動が複数ある関節にあっては、 1つの参考運動可動域が上記②のとおり制限されていること

をもって足りるとされていること n

※ 屈曲・伸展のように同一面にある運動は、原則として両者の可動域角度を合計した関節可動域の可

動域の制限の程度を評価すること。
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4 系列番号の付与

準用等、同一系列内の複数の障害の評価を適切に実施するため、単一障害の評価を記載する際、各々

の障害がどの系列に属するか明示すること。

5 準用〔同一系列内にある複数の障害の評価)

同一系列内にある複数の障害の評価に当たっては、どの系列の障害について準用等級を定めたのか、

その取扱いが分かるように明記すること。

6 障害の序列の考慮

準用等級を定めるに当たっては、障害等級表に掲げる障害との序列を考慮し、序列をみだすか否か、

みだす場合の障害等級の評価及びその根拠を具体的に記載すること。

序列どは、同一系列の障害相互間における等級の上位、下位の関係をいう。機械的に併合の方法によ

り準用等級(併合等級)を定めると、序列を乱すことがあるので、上位と下位の関係に留意して、等級

主蓋Aすることが必要である。

7 併合(系列の異なる複数の障害が存在している場合の障害等級の評価)

異系列の複数の障害については、併合により障害等級を定めることとなるが、準用の取扱い等と混同

することを防止するため、具体的にどの障害について併合により障害等級を定めたのか明記すること。

その方法は、労災則第 14条第2項、 3項に定められている。

系列を異にする障害が 2以上ある場合に、重い方の身体障害によるか、又はその重い方の等級を 1級

ないし 3級繰り上げること。

① 13級以上に該当する障害 2以上あるとき 1級繰り上げ

② 8級以上に該当する障害2以上あるとき 2級繰り上げ

③ 5級以上に該当する障害2以上あるとき 3級繰り上げ

8 加重(既存障害がある場合)

加重の取扱いとは、「既に身体障害のあった者cl1ムが業務災害(又は通勤災害。以下同じ。)によって、

旦二企盤盆(2)について障害の程度を加重した場合は、加重した限度で障害補償且Jを行うことである。

この場合、

(1)既に身体障害のあった者

業務災害であると私傷病であると間わない。

( 2') 同一の部位

同一系列を言う。

(3 )加重した限度で障害補償を行う。

担重された身体障害の障害等級の障害補償の額(日数)から監に査していた身体障害企該当す

る障害等級の障害補償の額十(日数)を控除して得た額(日数)とする。

なお、業務災害による障害の場合、その後の障害の程度の変更のいかんにかかわらず、監ζ墜
害補償のなされた等級を既存の等級とすることに留意すること。

例 既 存等級 12級の 9(156日分)

加重後の障害等級 11級の 6(223日分)

223日分-156日分=67日分を補償
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チェックポイント
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NO.1 負傷等に関する請求事案のチェックポイント
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「一二 剛一一「
色傷や色傷に某づ〈疾病に関する請求事実のチエヴクリスト

理由鎧量量

業務上の災害ではない業務上の災害である

1
4
N印

l



/ 



NO.2社会復帰促進等事業のチェックポイント

-127-





社会復帰促進等事業のチェックリスト

ポイント 点検事項 該当の有無 根拠

アフターケア制度

例:せき髄損傷に採るアフタ ケア
。フタ障ー害ケ等ア級の第実3施級が以必上要ので陣あ害る【補と認償め)給ら付れをる受かけ圃ている者又は受ける』とが見込まれる者のうち、医学的に早期にア

@るかせき髄換傷で障害等級第4級以下の障害件自償}給付を受けている者であり.医学的に特に必要があるとEめられ

国・ア2参フ察タはー1ケヶア月に1ニよ1回る繍程置度範の図必要は適に応切じかた範囲であるか

保得症自健脅状宅の翁が等た若で置め交干の換の処の通置た院のめ又範には囲使投は用薬適すで切る回か滅復菌すガる程ゼ度及のぴ祷縛癒創か膏の支給について、医師が必要な繍合と認められるか

菌0ガ尿ー路ゼ処の置支自給宅に等つでい使て用.医す師るたがめ必の要カなテ犠ー合テとル認、め留ら置れカるテかー.テル(収尿袋を含む).カテ テル周消審議及び滅

経。薬薬剤‘末の梢支神給経.抗障菌害剤治、集梅叢纏.処向置精周神薬尿路処錦置繍用消炎外周薬策盤、踊俳薬尿降.下客剤改及善び薬漢及陽び薬頻尿治療革、筋弛援護 自律神

査0検、損査傷:尿脊検椎査及‘びC麻R庫P捜域査関、節末の梢エ血ッ;在ク一ス線般、・生C丁化、学M的RI検検査査、の腸実航施機が能必検要査と、認腎め蹄ら‘れ鴎る腕か及び尿道のエックス綿犠

曲健康管理手帳の有効期限について、手帳の交付から3年以肉のものと認められるか。

申内健と担康め管ら理れ手る帳かの。更新による再交付についてh 更新前に手帳の有効期限が満了する自の呈日から起算して5年以

義肢等繍装具費支給制度

例義肢 ①る上者肢で又あIまる下と肢留のめ全られ部る又かは 都を亡失したことにより、障害{繍償)給付の支給決定を受けた又は受けると見込まれ

②〈上補肢償又〉給r;，付下を肢受のけ全て部い又るは者で部.症を状亡固失定した後こにと障に害よ{り補.償当}該絵傷{寸病をに受つけいるてこ、と労が災明指ら定か医であ療る後者関とお認いめてら抱腹れ養るしか、療養

@草いす又は電動事いすの主給対象者で.符に必要である者と詔められるか

由既に装着していた義肢で、業務上又は通勤によりき損し、修理不能となったものを有する者と認められるか

@社会復帰促進等事案として支給された義肢で、耐用年教を超えたものを有する者と留められるか

@ーー陣JよK支奮E2E2給@の刷の御!こニ範位故.. 囲当皇にはすつす週るるき切2省者本か信I念、き樹視周し年た磁麓をU肱越'え本たにもつのきS1本本につき1本

由役会復帰促進等事業として支給された義肢が.通常の使用状態で修理が必要となった場合.修理益準を満たすか

@麓践の支給に必要となる"型指噂を実施し‘当接種肢が申調者に適合していると包められるか

@肱費の支給対象となる、震肢の探型又は装着のための肱行と認められるか

ー

ー

-Nω



労災銑字等媛護費

|労災就学毘護費
悶崎、学費等の支弁が困難である在学者等であって.以下の要件を溌たす学費等の支弁が困鍵である者と認められる

f謹if謹露草Z22:ご醐一…
)のうち、在学者である予と生計を同

fトト@学同一校i去定教第の育8教2法.，育第0櫨321聞条1こに定に在定め学める専るcて学修L校学Iる校(幼こfと推一固定等のを要除件。を満たすものに限る)

包渦付革曜日離が同，日珂円を越えてい指いか

@損害賠償金等の所得が6.0日日万円を超えていないか

|労誕就労保育問責

@児対童意福と祉なる法施第設四等条でにあ規る定かする保育所‘学技法人第77最に規定する幼稚園のほか、値段の託兜施E等

"，給付基礎目輔が16.0開円を超えていないか

@損害賠償金帯の所得が6.即日万円を超えていないか

-
4
ω
o
l
 

l 結諭 | 

| 蝋承臨時叩掛 | 



NO.3 費用徴収に係るチェックポイント
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ω 
ω 

法第31条第1項!こ'iF'める者用徴収のチェッケリスト

ポイント 点検事項 銭当の有無 根拠

1号事案

|事象主の故意

也事故に係る事業につき、事業主に対して保険関係成立の手続の指導をしていたか

②労働保険事務組合から保険澗係成立の手続の勧翼を行っていたか

@上記①又は申の指導、加入勧奨があった後、 10日以内に保険関係成立居を盟出したか

日平業主の重大な過失

由保障関係手続に関する指導又は加入勧奨を受けていないか

由保険酪係が成立した日から1年以上経過しているか

曲事業主が労働者に該当しない、独立した事業には該当しないと誤認していた場合と留められるか

2号事案

由保険料を督促状の指定期限内に納付していないと留められるか

申か保陵科の延納が認めらている場合においては、それぞれの期の指定納付期限肉に納付していないと毘められる

@延納の場合、事故発生の自の属する期について保険料が完納されているか

曲保験料について、国税通則法等に基づき納付の楢予等を行っていると認められるか，

@納付事薫した主とが認督め促ら状れのる指か定納付期限前に具体的計画を市L.指定期限から1ヶ月以内に保険料を納付すると制約し‘期限内に

C糊S官固促とし扶て指い定る期場眼合前にI訟こ、当図す説る通か則m去の規定の剖による納付畳託を畳Itt.;場合で、当白血暑が昔僅状の指定期硯栓1ヶ月以内の日告支払

3号事案

①当該災害が死亡重大災害であるか

@事謹故を令尭に生危さ害せ防た止との認ためめらのれ直る揖か的かつ具体的な措置が規定されている場合に、事業主が当肱規定に明白に違反したため‘

@体:的去令措に置危につ害い防て止指の示たをめ受の付直、織そ的の指僧置置がを規観定ずさるれこてとをい怠るっがた.そたの刷規こ率定放するを鍵措生置さがせ具た体と性留にめ欠らけれてるいかる鳩合に 事業主が足首行政庁より具

@示を法受令lに土危そ害の紡指止置のをた講めずのる規こ定とをは怠なっ丸た、がため事に故、発事生故のを危発院生がさせ明た白とか臨つめ怠ら迫れでるあかり、監督行政庁より直緩的かっ具体的な指

「 給路 l 理由 | 

| 費用制鵠当 時当 | 





実地訓練用聴取書
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NO.1 通勤災害に関する請求事案の通勤上外の判断
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聴、 取 三匡ヨ重

イ主 所東京都00区00町0-0-0

職 業 00株式会社00工場00係長

氏 名 。。 。。
生年月日 昭和00年O月O日 (00歳)

平成 22年4月 1日、霞が関労働基準監督署において、本職は上記の

者より次のとおり聴取した。

1 私は、 00株式会社00工場で00係長をしている0000です。

平成元年に入社して以来、今の工場で働いています。

2 私は、毎朝、自宅を 8時に出て、最寄り駅の 1つ先のムム駅まで自

転車マ、行き、 JR線に乗って会社の最寄り駅である00駅まで行き、

そこから徒歩で通勤しています。自宅から会社までの所要時間 1時間

程度です。

3 自宅から最寄りのxx駅までは、パス路線が通っていますが、朝の

時間帯は道路が混み、所要時聞が予測できないこと、ムム駅は君、行が

停車するため便利なこと及び、運動不足解消のため昨年より自転車に

乗るようになりました。

しかし、会社にはパス使用の届出のまま、変更していませんでした。

4 自転車での経路図及びムム駅近くの駐輪場の場所と、自宅から xx

駅までのパスの路線図は別添の地図に示したとおりです。駅の駐輪場

は 1ヶ月定期を買って使用しています。
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5 私は 3月25日、いつも通り自宅を 8時に出て、ムム駅まで自転車

で向かう途中の00スーバーの前で、道路の段差にハンドノレをとられ、

転倒し、その際に地面に右手を強く打ちつけてしまいました。

6 ちょうど下り坂が終わったところなので、ある程度スピードがでて

いたこともあり、道路のくぼみに気づかなかったことが原因です。

7 当日はどこにも寄り道をするようなことはなく、自宅から駅へまっ

すぐに向かっていました。

8 転倒したときに痛みはもちろんあったのですが、打撲程度だと思い、

当日は午前中に重要な会議があったため、そのまま出勤しました。上

司には、転倒したこと自体は会議が終わった後、なかば雑談のような

形で、話をしました。

9 転倒した当日は、職場の救急箱に常備していた湿布をとりあえず貼

っていたのですが、翌日になっても腫れがひかず痛みもひどくi なって

いたため、上司に連絡して、 0月ム日朝出勤前に、職場近くの00整

形外科を受診しました。

9 00整形外科でレyトゲンをとったところ、右手の小指が骨折して，

いることが判明し、ギプスで固定を受けました。医師からは大体 1か

月程度でギプスを外して、そのあと 2~3 カ月のリハビリが必要だと

聞いております。

1 0 受診当日は午前中半休をとり、その後も 2週間に 1田平日に同じ

病院には通っていますが、有休をとっているため、給与に影響はでて

いません。

1 1 私は自転車で、転ぶ以外に小指を負傷するようなことはありませ
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んでしたし、自転車で転倒してから継続して痛みがあったこと、 O月

O日に00整形外科を受診するまでの聞にも、他に小指をぶつけたこ

ともなかったので、会社へ相談し、通勤災害として労災請求を行いま

した。

00 OO@ 

上記のとおり録取して読み聞かせたところ、誤りのないことを申し立

て署名押印した。

前向 日

震が関労働基準監督署

厚生労働事務官 00 00 @ 
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NO.2 労働者性の判断
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聴 取 書

住 所千葉県船橋市夏見町4番地

職 業 タイノレ工

氏 名 鈴木一郎

生年月日 昭和 36年 5月 9日 (48歳)

平成 21年 10月 19日霞が関労働基準監督署において、本職は上記

の者より、次のとおり聴取した。

1 私は、平成 21年 9月 8日、仕事をしている時にけがをした件で、

労災保険の請求をしている鈴木一郎です。

2 今回の事故で、右手首を骨折し、右足の腿の骨にもひびが入ってい

る状態です。事故で地面に落ちた際には、胸や腹部も強く打ちました

が、打撲傷や擦り傷だけで済みました。

3 けがをした直後は、現場の近くにある小坂総合病院に運ばれ、その

まま 9日間入院し、現在は、まだ手足のギプスは外れていないので、

松葉杖をつきながら通院しています。怪我をしてからずっと休業して

おり、まだ働くことはできません。

4 私がけがをした時の状況について説明します。

私がけがをした現場は、千葉県船橋市西町 10番地の「コーポ船橋

新築工事」という現場です。この工事の元請会社は、株式会社小林建

設という建設会社で、私は小林建設に頼まれ、この現場で、建設中の

建物の外壁部分の仕上げ用タイノレを張り付ける作業をしていました。

5 怪我をしたのは、 9月 8日の午前 11時 30分頃です。建物の 2階

1 
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部分に組み立てられた足場に乗り、外壁部分へのタイル張り付け作業

をしている時に、 1階の方で何人かの作業員が大声で叫んでいる声が

聞こえ、同時に金属製の機械が倒れたような大きな音がしたため、何

が起こったのかと体を反らせたときに、バランスを崩し、足場から落

下してしまいました。

6 後から聞いた話では、大きな音の原因は敷地内での作業用に持ち込

まれていた発電機をトラックに載せる際に、荷吊り用のワイヤーが外

れて発電機が落下した時の音だったとのことです。

7 現場となっていたコーポ船橋ですが、 2階建て 8部屋のアパートで、

私は、 9月 1日から、このアパート各部屋の玄関と浴槽の床部分と外|

壁の仕上げ面タイノレの張り付け作業を行っていました。最初の 6日間

で建物の 1階部分の外壁のタイノレ張り付けを終了し、 8日から 2階部

分の外壁のタイノレ張り付け作業に取りかかったところでした。

8 わたしは、高校を出てからもう 30年ほど、こういったタイルの張

り付けを行っています。

9 小林建設は、中小規模のアパートや住宅の建設、施工を行う会社で、

千葉県の船橋市に本社事務所があります。

10 私は、父と二人で仕事をしていましたが、当時、小林建設の社長で

あった小林一夫さんが、私の父と古くからの友人であり、これが縁で

1 0年ほど前から、小林建設が施工する現場の仕事を回してもらうよ

うになりました。この噴、父と私の二人で鈴木工務屈という名前で仕

事をしていました。

11 2年前に私の父が亡くなり、また、小林建設の社長も息子の浩ーさ

2 
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んに代替わりしましたが、引き続き仕事を回してもらっており、今で

は、専属のような形で小林建設の仕事だけをやっています。

小林建設の仕事を引き受けるにあたって契約書を取り交わしたこ

とはありませんし、雇入通知書を貰ったこともありません。

12 小林建設からの仕事の依頼ですが、社長の小林浩ーさんか専務取締

役でf告ーさんの弟である浩二さんから、私の自宅に電話があり、現場

の場所や、総面積、日程などについておおまかな話があります。

この時に仕事を引き受けることを承諾すると、会社の方から作業箇

所が書き込まれた建物の図面や工程表と工事発注書が FAXで送ら

れてきます。

今日は、私がけがをしたコーポ船橋建築現場の工事発注書を持って

きました。

この時、申述人は、「工事発注書」と題する書面1葉を提出したので、

本職はその写しを本聴取書末尾に添付した。

13 仕事の依頼については、会社から電話があった際に、断ることはで

き石と思います。ただ、私は小林建設の専属のような形で仕事を行っ

ており、断ることによって次から仕事を回してもらえなくなることが

心配でしたので、断ることはできませんでした。

また、小林建設の方で、も、私のことをあてにして連絡してきてくれ

るわけですし、会社に迷惑をかけたくないという思いもありました。

14 小林建設からは、年間でおおよそ 50件くらいの仕事の依頼を受け

ますが、少なくともここ 2年聞は一度も断つ.たことはありません。

15 仕事の依頼を断った場合に、ペナルティーが課せられるといった話
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を小林建設から聞かされたことはありません。

16 タイノレ張り付けの作業ですが、まず、張り付けを行う壁や床の下地

を清掃し、タイノレ張りの位置をホす墨を出し、タイノレの割付をします。

次に、セメントと砂と水を練り合わせたモルタルを下地面に塗りつ

けて、タイルを張り付けます。張り付けはヴィブラートと言われる振

動工具やコテの柄などによりタイノレをモノレタノレに密着させて表面を

揃え、目地部の余分なモノレタルをかき落とし、モノレタルがある程度固

まった時期を見計らって目地詰めを行います。

最後にモノレタノレが固まったら、表面を水洗いし清掃します。

タイノレやモルタノレは、小林建設の方で、手配してくれ、私が現場に入

る日に合わせて持ち込まれますので、これを予めもらっている工程表

に書かれた期日までに仕上げるのが仕事内容となります。

17 現場には、小林建設の社員の人が現場監督とじていますが、現場監

督や小林建設の関係者から、作業方法について指示や指導を受けるこ

とはありません。コーポ船橋建設工事の現場監督は、佐藤隆さんとい

う方でした。

作業の基本的な流れや内容は閉じであり、私は長年この作業をして

きておりますので、作業方法について指示を受ける必要はありません

でした。

18 作業は工程表に従って行っていました。他の業者が請け負っている

建て付けや床打ちなど他の作業が遅れている場合は、タイノレ張り付け

作業が出来ませんので、このような時には、現場監督から遅れている

作業を手伝うよう指示されることが時折ありました。

4 
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ただ、私はタイノレ張り付けが本業ですので、荷材の運搬や建付作業

の補助など、簡単な仕事が中心でした。

19 また、他の作業が遅れ、タイノレ張り付けの作業が遅れても、工程と

おりに作業を進める必要があるので、このようなときには、やはり現

場監督の指示で、所定の作業終了時間の後に残業していました。多い

ときには、月に 10日くらい、夜の 7時くらいまで残業をしていたこ

ともありました。

20 工程表とおりに作業が進んで、いない場合には、その都度、現場監督

に報告するよう小林社長から言われていました。

21 作業時聞は、現場によって多少違っていましたが、どの現場でも開

始時間と終了時聞が、あらかじめ決められており、現場に入った初日

に現場監督から指示されていました。

たいていの現場では、朝 8時から夕方5時までであり、日曜日と祝

日は休みでした。けがをした現場の作業時間も、作業開始が朝 8時、

終了が夕方5時でした。

22 どの現場でも共通ですが、作業開始後すぐに朝礼が行われていまし

た。朝礼では、現場内で作業をしている業者や職人が事務所に集まり、

現場監督に、前日までの作業の進み具合について報告を行ったり、監

督の方から当日の作業内容やスケジューノレについて指示が行われた

りします。

この朝礼は、作業員全員が現場全体の状況を確認し合うという意味

で、計画的かつ安全に仕事を進める上で非常に重要ということで、必

ず出席するよう小林社長から言われていました。

5 
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23 朝礼への出席について取り決めなどはありませんでしたが、小林社

長から言われていたわけですし、会社に義務づけられているというこ

とだと思います。

24 小林社長からは、このほかにも他の業者の作業とのスケジューノレと

の兼ね合いがあるので、現場を勝手に休むなと言われており、また、

体調が良くないなどの理由で休む場合は、現場監督に電話で連絡を入

れるよう言われていました。

これも特に契約書などで決められていたわけではありません。

25 私は、会社などを経営している訳ではないので、仕事をするときは

いつも一人でやっています。

26 いったん引き受けた仕事を、ほかの職人仲間に回したり、あるいは、

手伝ってもらったりすることについて、小林建設からはっきり禁止さ

れたといったことはありません。ただ、会社の方は私の腕を見込んで

仕事を任せてくれているわけで、もしそういうことをすれば、「困る

のでやめてほしい」といった話はくると思います。

仲間に仕事を手伝ってもらうことについても、会社から禁止はされ

ているわけではありませんが、手間賃などを払う余裕はないので、そ

のようなことをしたことはありません。

27 小林建設から受け取る工事代金については、タイル張り付けの面積

を単位とする出来高払いで支払われていました。単価としては 1平米

につき 2，000円と決められており、これは、私が一人で小林建設

の仕事を受けるようになった 2年前から同じ条件です。

また、この他に手待ち時間に他の業者の応援に回ったり、所定の作

6 
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業終了時間後に残業した場合には、出来高払いの分とは別に残業手当

として 1時間 2，000円の時給を貰っていました。

28 毎月初めに、小林建設から、前月の作業の工事代金計算書が送られ

てくるので、その内容をチェックし、サインをした上で会社に送り返

せば、その月の 20日に代金が振り込まれていました。

今説明しました工事代金計算書のうち、平成 21年 6月分、 7月分、

8月分のものを今日持っていますので提出します。

この時、申述人は、「工事代金計算書 (6月分)J r工事代金計算書 (7

月分)J r工事代金計算書 (8月分)Jと題された書面を、それぞれ 1葉

ずつ提出したので、本職はその写しを本聴取書末尾に添付した。

29 作業に使用するタイノレやモノレタノレは、注文主のオーダーに応じて、

小林建設の方で、メーカ}に発注した上で現場に持ち込まれるため、私

が手配する必要はありませんでした。作業に使う電気工具やコテなど

は自前のものを使っていました。

30 自宅と工事現場までの往き来は、作業に使う工具を小林建設の倉庫

に保管させてもらっているため、いったん小林建設の事務所に寄って

会社のパンに同乗させてもらい現場へ向かうことが多かったです。現

場が、自宅と近い時には、会社に連絡して工具を持ってきてもらうよ

うお願いし、バイクで直接現場に向かうニともありました。

交通費などはもらっていません。

31 作業ミスで、タイルを破損したりするなど、損害を発生させた場合

の賠償などについては、特に取り決めはありませんでした。以前、タ

イノレの張り付け場所を誤ってしまったことが 2回ほどあり、数十万単
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位の損害が出たと思いますが、その代金を損害賠償として請求される

ことはありませんでした。

32 小林社長の方から、他の建設会社や住宅メーカーの仕事を引き受け

ないよう、言われたりしたことはありません。

ただ、小林社長からは、聞が空かないようコンスタントに仕事を回 l

してもらっており、そういう中で「イ也の会社の仕事があって引き受け

られなし、」ということになると、社長の方もいい顔をしないと思いま l

す。「やめてほしし、」とはっきり言われるかもしれません。

33 小林建設の健康保険には加入していません。国民健康保険に加入し

ています。税金については、自分で、申告手続を行っています。

34 小林建設には普段からお世話になっていることもあり、非常に心苦

しかったのですが、怪我が思いのほかひどく、休業も長引きそうなの

で、思い切って労災の請求について社長に相談しました。社長は「鈴|

木さんとは長い付き合いなので」ということで快く労災の手続きに応

じてもらえました。

35 私は、建設業の経営者として事務所を構えているわけでもなく、他

に従業員を使っているわけでもありません。父が亡くなり一人で仕事

をするようになってからは、工務届を名乗ることもなく、私個人とし

て仕事をしています。

また、小林建設に指示された仕事を指示された時に行っていたので、

実際には小林建設の労働者と閉じに扱ってもらってもいいと思いま

す。是非、労災保険の適用をお願いします。

鈴木一郎 FP 
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上記のとおり録取して読み聞かせたところ、誤りのないことを申し立

て署名押印した。

前向 日

霞が関労働基準監督署

厚生労働事務官 00 00 印
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-153- 労働局





NO.3 特別加入制度と請求事案の判断
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聴 取 三匡主弓

イ主 所東京者~OO !KOO町0-0-0

事業場名 有限会社 00 代表取締役

氏 名 00 00  

生年月日 昭和00年O月O日 (00歳)

平成 22年 2月1目、霞が関労働基準監督署において、本職は上記の

者より次のとおり聴取した。

1 私は有限会社00代表取締役の0000です。会社は親の代から大

手メーカーの下請注文により車のエンジン部品を製造しています。

2 現在は、妻と息子 2人で、やっていて、私が代表取締役、息子 2人は l

便宜上、役員の肩書を持たせています。業務内容としては、事務は妻

に任せ、私と息子 2人は作業場で加工作業を行なっています。

3 息子 2人は役員報酬という形で、毎月定額で 40万円ずつを支払っ

ています。手当などはありません。

4 以前は他人の労働者を 2人雇っており、同様にエンジン部品製造の

作業を 10年ほど行っていましたが、景気が悪いこともあり、年末で

2人ともやめてしまいました。今年に入ってからは、仕事が増えてき

たこともあって、現在新しい労働者を募集しているところです

5 労働者を雇っていた時の労働者の所定労働時聞は 2人とも、午前 8

時 30分から午後 5時 30分までで、所定休日は土日と祝日でした。そ

の当時も忙しい時には労働者と一緒に 20時頃まで残業することがよ

1 
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くありました。

6 怪我した時のことをお話しします。負傷した平成 22年 1月 14日は

仕事がたてこんでいたこともあり、定時に終わることができず、 17

時 30分過ぎても休憩をすることもなく、息子たちと一緒に作業を継

続していました。その週は毎日 20時くらいまで残業をしていたので、

その日もそれくらいまで作業を行うつもりにしていました。

7 18時 30分頃、私は作業場で回転式のフアイス盤で、エンジン部品の

切削加工行っていたのですが、誤って作業服の袖が巻き込まれた拍子

に左手中指と人差し指もまきこまれ、左手中指、人差し指の骨折を負

いました。

6 近くで作業を行っていた息子が私の上げた声に気が付き、駆け寄っ

てきてくれ、自分の車で夜間診療も行っている00病院に連れて行つ

てくれました。ですので、提出した現認書は上の息子に書いてもらっ

ています。

7 受診したところ骨折していることが判明し、傷口を 20針ほど縫合

され、ギプスで固定しています。今回の怪我で入院はしていませんが、

週口回通院し、傷口の消毒をしてもらっています。左手がまだ全く l

使えず両手を使わないと作業場での作業は危ないため、現在まだお休

みしています。

10 ムム病院の00医師によれば、治療は来月いっぱいくらし、かかると l

言われています。働けないと、経営も作業量的にも苦しいので、早く

復帰したいと思います

11 私は、平成 18年 4月 1日から息子たちと一緒に、中小事業主とし
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、

て特別加入しています。所定労働時間は先ほど話したとおり 8:30~

17:30で、申請した業務の内容は車のエンジン部品の製造、修理作業

です。

7 以前は労働者の保険しかかけていませんでしたが、 17年度にもー

度、上の息子が作業中に負傷したため、 00労働保険事務組合に事務

を委託し、特別加入することにしました。

00 OO@) 

上記のとおり録取して読み聞かせたところ、誤りのないことを申し立

て署名押印した。

前同 日

霞が関労働基準監督署

厚生労働事務官 00 00 @) 
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